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午前９時01分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（安永 友行君）  日程第１、一般質問を行います。 

 質問は通告順に行います。１番目の通告者、１番、桜下議員の発言を許します。１番、桜下議

員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  改めまして、おはようございます。質問に先立ちまして、元日に

起きました能登地震で亡くなられた方の御冥福と、また被災に遭われた方の一日も早い日常生活

が取り戻せますように、心からお祈りをいたしております。 

 それでは、早速、質問に移ります。５問質問させていただきます。適時、御答弁をお願いいた

します。 

 まず１問目であります。最近、マスコミ等でもいろいろ出ておりますが、ハラスメントの調査、

認定、処分についてということで質問をさせていただきます。 

 大変残念ながら、昨年、町内の施設におきまして、このことは新聞でも既に報道されておりま

すが、パワーハラスメントが発生しております。施設内で認定し、調査、関係者の処分も実施さ

れております。このことに含めまして、仮に町内の関連施設でハラスメントが発生をしましたら、

これにつきましては、どこが調査認定、施設内とは思うんですが、一般論としまして、どこが調
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査認定、処分を決定するのか、そのことについて、まずハラスメントが町内でもなかなか今まで

ありませんでしたが、このたび、こういうふうに発生をしましたことに鑑みて、このことについ

て、まず町長にお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  改めて、おはようございます。本日もどうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、桜下議員のハラスメントの調査、認定、処分についてということで、まず御答弁を

させていただきたいと思います。 

 仮に、町内の施設等でそうした事案が発生したらどうなるのかということでございます。 

 まずは、町の関連施設でハラスメントが発生した際に、調査、認定、処分の決定はどこかとい

うことの御質問でございますが、その施設の管理権限者、または任命権者の下で調査や認定が行

われ、処分が決定されるということになります。 

 したがいまして、さきに報道されました、これは町内にあります施設でありまして、なおかつ、

一部事務組合の施設でありますので、これにつきましては、その施設の中で、そうした調査、あ

るいはそれに基づく認定、処分が行われたということでございます。 

 それ以外の、例えば民間でということになりますと、それぞれの先ほど申し上げましたような

任命権者、あるいは管理者の下で、そうしたことがとり行われるというふうに認識をしておると

ころでございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  施設内でするということでございます。それが当然と思います。

このことは、個人情報等も絡んでおりますので、もう既に処分も決定しております。このことに

つきましてはこれ以上触れませんが、ただ一つ私が懸念しておりますのは、この施設の管理責任

であります町長の管理者責任というのが、いまだに示されておりません。これにつきましては、

町長のほうから処分を発表されましたが、大変厳しい追及がありまして、町長は、この処分を撤

回されておられます。そして、その後の状況を見てからということでありましたが、まだ、パワ

ハラの当事者、あるいは、ほかの方の処分は既に行っておりますが、管理者責任の管理者の町長

の処分が、いまだに示されておりません。このことにつきまして町長のお考えをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今回の案件につきましては、既に、先ほど申し上げましたように、新聞

報道等で発表されておりますし、我々もその前段といたしましては、手続きに沿ってマスコミに

対しての報道もさせていただいた。それが新聞、あるいはニュース等で報じられたということで

ございます。 

 もともとほかの団体のことでございますので、いかがなものかとは考えておりますが、こうし
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た議会の場でもございますので、少しこの状況について、改めて説明をさせていただきたいと思

います。 

 先ほど申し上げましたように、町内にあります一部事務組合の施設でございますが、こちらに

おきまして、パワーハラスメント事案が発生をいたしましたことから、その行為があったという

ことを認定をした後に、昨年の１２月の２２日でございましたが、当該職員を懲戒処分とし、管

理監督責任を問いまして、同組合の事務局長を文書訓告としたところでございました。 

 そのときに、管理者である私、それから副管理者等につきましても、給料の、これは施設とし

ての給料ということでございますが、これについて３か月間の支給停止をするという案件を議案

上程をさせていただきました。これにつきましては否決をされたということで、先ほど議員のほ

うが「撤回」という言葉もございましたが、撤回するまでもなく否決をされたということで、そ

れは廃案になったということでございます。 

 こうしたことを受けまして、本事案によりまして退職した職員に対して、その後、手続きを経

て、意向の確認をし、再度の任用決定をして、本年の２月の１日付で採用したところでございま

す。 

 その前段において、１月３０日には、組合職員に対して、管理者として、このたびのハラスメ

ント事案についての経過と、再度の任用により採用する職員の受け入れについて、報告とお願い

のための職員の説明会も開催をさせていただきました。 

 また、こういった事案を二度と発生をさせないためにも、職員への相談窓口設置等を盛り込ん

だハラスメントの防止等に関する要綱を作成いたしまして、先般、町が開催したハラスメントに

関する職員研修に、組合職員を受講させる等の再発防止に向けた対策を強化しているところでご

ざいます。 

 再度の採用から、おおむね１か月半を経過しておりますが、再度の任用により、勤務している

職員につきましては、支援員として、大きなトラブルもなく、現状では勤務していただいておる

状況でございます。 

 それから、管理者として、私としてのその処分の内容でございます。まずは、組合議会でも申

し上げましたが、まず、事案の調査、精査をして、それを認定をした。そして、その処分をした。

それから、任用を改めてさせていただいたということで、今、形としては元の形に戻っておりま

すけど、なかなかそれが直ちに元の状態に、職場としてなるかというと、なかなかそうはなりま

せん。ですから、そこのところを、少し時間はかかりますが、対応させていただいて、私といた

しましては、しかるべきときに、私としての処分をさせていただきたい、その提案をさせていた

だきたいということでございます。 

 これは、一部事務組合でありますので、当然、そちらの一部事務組合の議会のほうに対して、
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状況の説明をさせていただいたり、必要があれば議案の提示をさせていただくということで、今

考えているところでございます。 

 現時点におきましては、まず元の形に戻っておりますが、職場は。それを少し時間をいただき

ながら、より働きやすい環境を整えていくということに、まず力を注いでいきたい。その上で、

申し上げましたように、しかるべきときに、そうした内容の対応もさせていただく準備をしてい

るところでございます。 

 以上であります。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  様子を見て、しかるべきときに提出をするということでございま

した。 

 実は、今町長のほうから、再発防止策について、るるございましたが、パワハラ問題というの

は、再発防止を施したからといって、簡単に元に戻るわけではありません。これは皆さん御存じ

と思いますが、実は、私がこの質問をするということで、ケーブルテレビに載っておりましたが、

この当該本人の方の身内の方が私のところに来られまして、本当に泣きながら、現状を話されま

した。私も、先ほど町長が言われましたが、実は当人の方は、本人の強い希望で復職をされてお

られます。本当に、めでたしめでたしということでありましたが、全くそうではありませんとい

うことがよく分かりました。私も、それは予定しておりました。 

 実は、復職と言いながら、職場関係は今までと全く変わっていないというのが現状であります。

今、町長のほうから非常に明るい兆しの答弁がございましたが、それは表向きで、実は本当に職

場環境は全く変わっていない、これが現状であります。 

 このパワーハラスメントの問題というのは、本当に根が深いというのが現状であります。本人

が復職をされたからといって、これでめでたしめでたしでは、全くありません。むしろ悪化して

いると、その身内の方は申されておりました。私も本当にそのように思います。その方は復職を

されまして、本当に明るく希望に燃えて仕事をされていることと私も思っておりましたが、そう

でないということが分かりました。 

 本当にその方のこれからのことを考えますと、私は本当に厳しい状況だと思います。これは簡

単に再発防止策をしたからといって、職場環境が変わるものではありません。処分も行われまし

たが、本当に処分だけで職場環境が変わるとも思っておりません。この会場に、管理者、副管理

者、事務局長がおられますが、復職をされた方は、本当に当人にとっては厳しい環境の中で生活

のためにということで、本人は一切申していないということでありますが、身内から見たら、本

当に涙ぐましい努力をされているということであります。 

 こういう状況を、改めて聞きまして、町長の所見をお伺いします。 



- 228 - 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  議員のほうから「復職」という発言がございましたが、制度的なことも

ありまして、我々といたしましては、「再度の任用」ということで認識しておりますので、その

点を御理解をいただきたいと思います。 

 ハラスメントの防止につきましては、町のハラスメントの防止等に関する要綱にもありますよ

うに、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮のため、男女共に働きや

すい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止並びにハラスメントに起因する

問題が生じた場合に適切に対応することとしております。 

 その対応の際には、被害者を含む当事者にとって、適切かつ効果的な対応はないかという姿勢

を常に持ちつつ、事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけて、関係者のプライバシーや

名誉、その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならないというふうに

考えております。 

 本年度は、町内にあります２つの一部事務組合がございますが、こちらの組合職員にも、ハラ

スメントに関する基本的な事項や防止等について理解を深めていただくために、合同の職員研修

会も開催をさせていただいて、まさに働きやすい職場、それから風通しのよい職場づくりの検討

を進めておるところでございます。 

 こうした職場づくりを推進していくためにも、職員一人ひとりの公務員倫理やハラスメント等

に関する基本的な事項、ハラスメントの防止、求められる役割についての知識、理解をより一層

深めるためにも、必要な研修・対策、これは怠らずに進めてまいりたいというふうに思います。 

 御意見ありました、処分をしただけで職場環境は変わらない。当然であります。処分は処分で

ございます。あとは、本当時間がかかるかも分かりませんが、お互いの立場、気持ちを尊重しな

がら、職場環境の改善に努めていかなければならないかというふうに思っております。 

 これはほかの、いわゆる団体で起こった事案でございましたが、本当に我が事として、この役

場の中でもそうした事案等が発生しないように対処していかなければならないというふうに思っ

ておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  町長の、我が事として対応するということをお聞きしました。こ

れは、非常に個人情報が絡んでおりまして難しい内容でありますので、これ以上、触れませんが、

再任用された方が将来に向けて明るく職場で一生懸命頑張られることを心から願っております。 

 次に、公民館長不在について質問させていただきます。 

 現在、七日市、六日市公民館の館長の不在の事態が続いております。六日市公民館につきまし

ては、１２月１日からということで、まだ日が浅いんですが、七日市公民館につきましては、館
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長不在が長期にわたっております。 

 町長は、公約で施政方針にも述べられておりますが、公民館を拠点とした地域づくりというこ

とを施政方針の中でも述べられております。それだけ公民館を地域の拠点ということで重要視さ

れておられます。 

 しかしながら、館長が不在ということで、一番の核となる館長が、特に七日市につきましては

長期で不在であります。公募しても、なかなかいないということはよく理解をしておりますが、

それにしても５館あるうちの２館が館長が不在、特に七日市は主事さんが社会教育士の資格を取

られたということでありますが、一人でやっておられます。およそ町長の公約から離れた活動で

あります。 

 私は、公募してもいないと再三言われておりますが、それであれば、例えば、教育長の中央公

民館長が不在のところを兼務するとか、あるいは町の職員が一時的に館長代理をするとか、ある

いは主事さんがおられますので、主事が館長に格上げするなど、そういうふうなことをやるべき

だと思います。 

 七日市につきましては、総務委員会でヒアリングを行いましたが、本当に頑張っておられます。

七日市どころか、ほかの５館の主事さんは、本当にそれぞれアイデアに富んで頑張っておられま

す。私は、この七日市と六日市に館長が不在ということは、やはり、よその館との公平もありま

すので、ぜひ、先ほど３つの提案をしましたが、町長の公約を果たすためにも、この館長不在に

ついて検討すべきだと思いますが、町長のお考えをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２点目になります公民館長不在についてということでお答え

をしたいと思います。 

 職員に欠員が生じております公民館につきましては、一刻も早く適した人材を配置できるよう

に、関係者への相談や公募等の対応に努めていますが、難しさを感じている状況でもあります。

社会教育法上、公民館職員の業務内容は、次のように整理をされております。 

 「館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督す

る。」、「主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。」、この条文からいたしま

しても、公民館運営における館長の存在は極めて重要なものであると認識をしております。 

 館長が不在の期間につきましては、先ほど少しお話もございましたが、中央公民館長である教

育長が兼務することとしておりますので、そのような対応をしているところでございます。 

 また、特に主事１名の体制となってしまっております七日市公民館につきましては、公民館担

当者を中心に、派遣社会教育主事や地域人づくりコーディネーター、その他社会教育担当職員が、

可能な限りの伴走支援に努めておるところでもあります。その中においては、現場で公民館職員
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とともに業務に当たることは当然であるわけでございますが、期間限定であっても、常時、町職

員を公民館に派遣することは、教育委員会の職務体制に強く影響があると考えられるために、現

在は想定をしておりません。 

 加えて、主事の館長昇格についてでございますが、勤務形態が大きく異なることや処遇面など

の法令上の制約がございまして、現在のままでは困難であると考えております。 

 しかしながら、将来的には、このようなケースも出てくるのではないかというような想像もし

ておりまして、公民館長のあり方、主事のあり方については今後検討してまいりたいと思います。 

 私といたしましては、この職に就任をしたのが７年前でございますが、地域づくり、人づくり

には、やはり公民館が、その拠点だということで常々思っておりまして、所信表明、それから毎

年行います施政方針の中でも、そのことを強く強調させていただいておるところでございます。 

 その思いの中で、公民館におきましては、主事の２人体制をぜひしたいということで、これに

つきましても、一旦は全館そろったわけですが、いろいろな事情の中で、先ほど議員のほうから

お話がありましたような状況になっているという状況でもございます。これを一刻も早く、元の

状態にまさに戻すべく、これは当然、現場をあずかるのは教育委員会でございますが、今それに

対しても日常的に汗をかいておるようでございますので、そこら辺りと連携をしながら、その対

策を講じていきたいということを申し添えておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ３点を提案させていただきましたが、全てなかなか前向きな御回

答はありませんでした。つまり、現状は変わらないということであります。本当に主事さんは頑

張っておられますので、公募しても応募者がいないという現実はありますが、私は、一刻も早く、

館長が不在の公民館はあるべきではないと思っておりますので、今町長の答弁を聞きましたが、

非常になかなか前向きな答弁がありませんでしたので、残念ではありますが、公民館長が全てそ

ろうような事態に早くなりますように希望しております。 

 それでは、３点目、離職者対応についてということで質問をさせていただきます。 

 これは何を指しているかといいますと、新病院に関することであります。新病院発足につき、

いろんな事情で離職をされた方が多数おられます。関係者にお話を聞きますと、約５０人前後の

方が、新病院に移行したために職をなくした、離職されたということが、現在、判明しておりま

す。 

 離職と簡単に言いますが、今まで毎月給料をもらっていた方が、３月１日以降はゼロでありま

す。本当に非常に厳しい現状であります。この離職者の中には若い方が多数含まれております。

特に、町外、県外から来られて六日市病院、石州会で一生懸命働いておられた方が多数含まれて

おります。いろんな事情で、離職をされました、吉賀町から離れました、島根県から出ましたと
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いう方が多数含まれております。私は、この新病院移行のために離職をされる方の対応について

一般質問でもしておりまして、また同僚議員も同じことを質問しております。 

 昨年の３月の定例会で、私は同じような質問をしました。町長は、離職者の再就職支援に向け

て、このように述べられております。「新法人への雇用も含め、希望勤務地のハローワークの求

人情報の把握や、また、場合によってはハローワークに協力をお願いする」と。また、「益田圏

域」、もちろん町内も含まれておりますが、「医療介護施設の事業者へ、出かけて事情を説明し、

雇用をお願いしたり最大限の努力をする」と町長は述べられております。 

 また、このようにも述べられております。「再就職の相談窓口を町が設ける」、「離職者の声

を聞くことが大事で、石州会と相談し、病院内に設ける」と、そのことをはっきり述べられてお

ります。 

 この町長の発言で、私も現場の声を聞きましたが、どれだけ希望と将来に向けて、安心感、ま

た、生活が何とかなるというふうに思ってどれだけ勇気づけられたか分かりませんという言葉を

現場の方から多数聞いております。私も本当に離職をされた方について、町も真剣に考えてくれ

ると思っておりました。 

 そういうふうに述べられておりますが、先日、同僚議員の質問に対しまして、具体的な人数を

お聞きしましたが、回答がありませんでした。そこで、この一般質問で、町長は先ほど述べられ

たことに対して、具体的に、人数も含めて、５０人近くの方が離職をされましたが、どういう支

援をされたのか改めてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、離職者対応についてということで答弁をさせていただきます。 

 ３月１日に、よしか病院が開設されておりますが、医師を含めて１０８名の方が、社会医療法

人石州会から指定管理者となった医療法人カタクリ会で採用されております。内訳といたしまし

ては、医師が２名、看護師が３７名、介護福祉士が１５名、理学療法士・作業療法士等のコ・メ

ディカルが２４名、事務職２２名、社会福祉士等のその他の職種が８名というような状況でござ

います。 

 一方、カタクリ会の採用選考に応募されず、石州会を退職された方も多数おられるのも事実で

あります。様々な理由によりまして離職される判断をされたと考えております。 

 また、石州会側からの情報もなく、個人情報との関係から、その理由や人数等については、当

方として把握することができなかったということでございます。 

 昨年９月の一般質問の答弁、１０月２３日の議会説明会での石州会理事長による発言等もあっ

たところですが、第一義的には、石州会で雇用されておられた職員でありまして、法的には石州

会の責任において再就職等の支援がなされるべきであります。 
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 しかしながら、町としても１０月６日には、職員相談窓口を設置し、石州会の職員から直接相

談を受ける体制を整備して準備をしておったところでございます。 

 なお、町からできる支援といたしましては、ハローワークや町の無料職業紹介所等の公的機関

へつなぐことなどが考えられますが、具体的に職員、あるいは石州会から再就職等の相談はなか

ったということでございます。 

 議員のほうから昨年３月の定例会での質疑の御紹介もございました。そのときに今議員がおっ

しゃられたようなことを私も答弁をしております。とりわけ、そのあっせんにつきましては、石

州会のほうから何がしかの、やはり情報がないとできませんし、それから当事者、御本人さんに

つきましても、相談に来られないと、そのあっせんもできないという状況でございまして、ハ

ローワークにその協力のお願いをしたり、あるいは圏域の医療介護の事業所に出かけて、ぜひそ

の再就職を御協力いただきたいというような準備もしておったところでございますが、先ほど申

し上げましたように、石州会のほうからそうした情報の提供もございません。これは多分に、や

はり個人情報に関わるということがあったんだとは思いますが、現実としてそうした情報が届い

ていなかったということ、それから退職をされる、石州会六日市病院から離れるという決断をさ

れた方の御相談も実質的にはなかったということでありますので、その点は御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  相談窓口は、情報がなかったので設置されなかったのか、それと

も設置をしたが、窓口を利用する方はいなかったのか、どちらでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  答弁させていただいたように、相談窓口を設置をいたしましたが、そう

した情報も入ってこない、相談をされる方もなかったということでございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  関係者の現場の声も聞きましたが、相談窓口が、そのことが本当

に職員の皆様に、どこまで行き渡っていたか、大変不明だと思います。今、町長は窓口を設置を

したと、病院内に設置をしたと言われましたが、相談がないぐらい、本当に仕事を離れることに

ついては深刻なんですが、窓口を設置したのにもかかわらず相談がなかったというのは、これは

明らかに私は皆さんに対しての周知不足、あるいは、もっと詳しく、本当に親身になってするべ

きだったと思います。 

 これは私が言っているのではなくて、病院を辞職された方が、そういうことさえ知らなかった

という方も多数聞いております。恐らく町長は、「設置をしたが、利用者がなかった」と言われ

ておりますが、そのとおりかも分かりませんが、私はもう少し親身になって、仕事を辞められる
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方、給料がなくなる方を、確かに責任は石州会にあります。このことは何度も質問しましたが、

雇用している石州会が対応すべきだということは聞いておりますが、しかし町としても、町長が

言われておりますので、私はもう少し、いわゆる先日の同僚議員の質問でも、対応したけど何人

対応したかということを質問したときに、「一人もいなかった」と、つまり一人も対応していな

いという答弁をされておりますが、今の町長の答弁で、相談窓口をつくったが誰一人利用しなか

ったと、そういうことと思いますが、本当にそうでしょうか。 

 私は、もう少し本当に親身になって、特に離職される方は高齢者が多いいんです。しかも女性

が多く、その家庭の中心な方が多いです。その方が、新病院に移行ということで仕事を離れる、

仕事がなくなる、本当に深刻な思いだったと思います。もう既に新病院が立ち上がっていまして

活動しておりますので、なかなか言いにくいのでありますが、そういう本当に離職をして大変な

思いをされている方も多数おられるということをしっかり胸に受け止めていただきたいと思いま

す。 

 予想はしておりましたが、相談窓口を設置したが、誰一人来なかったと、応募がなかったと、

このことを聞いたら、本当に辞められた方は、どんな思いで、このケーブルテレビを見られて、

どんな思いでおられるか、私は想像をします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  誤解があってはいけませんので繰り返して申し上げますけど、まず相談

窓口につきましては、石州会のほうと、それから医療対策課、行政のほうとで相談をさせていた

だいて、結果的には、先日までこの役場の２階にありました医療対策課のほうへ相談窓口を設置

しておりました。そして、その周知につきましては、石州会のほうを通じて、そうした職員に対

しての周知をお願いしたいということは要請をしておったところでございます。 

 それから、実績がないということ、事実そうだったんですが、これはあくまで職業の再就職の

あっせんをしようと思えば、申し上げましたように、やはり辞めた方が何人おられて、どういっ

た方がおられるんだという情報がないと、我々はできないわけです、個人情報の扱いで。ですか

ら、そういった情報がない中での就職のあっせんができないということと、それから、それとは

別に、そうは言っても辞められる方が、やはり何がしかの相談をしたいということになれば、

我々のほうから来てくださいということではなくて、そうした方が、やはり来ていただくような

環境を、まず整えるということで、窓口を設置をした。それから、その周知もさせていただいて、

そのような対応をしたということでございますので、決して我々は何もしなかったということで

はございませんので、ぜひそこは、御理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  私の個人的な意見を述べさせていただきますと、今、医療対策課
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のほうに設けたといいますが、私でさえ、医療対策課に行くことは、なかなか勇気が要ります。

一般の方が、相談窓口が医療対策課にあるということで、役場の２階まで来て相談をされる方が

おられるでしょうか。これは一般論で考えて、今、町長は石州会と相談をしたということで、石

州会の意向もあったと思いますが、なかなかわざわざ就職相談を、役場の２階まで来て、あの雰

囲気の医療対策課に入って、相談に来ましたということができるでしょうか。なかなか私は、そ

れは確かに町長は答弁されましたが、私には大変理解できません。そう思っている方も多いと思

います。 

 これは、私も関係者の声を聞いて質問をしておりますので、これ以上、質問をいたしませんが、

そういう現状であったということが、よく分かりました。 

 それでは４点目、今のことに関連してですが、５０人近くの方が離職をされて町外、県外へ出

られましたということは、当然、収入がなくなりますので、税収の減収が見込まれます。そのこ

とにつきまして、町の財政における影響とかそのことについて、町長の御認識をお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、町税収の減収についてということでお答えをしたいと思い

ます。 

 石州会を退職され、町外、県外へ転出をされた方もおられるものと思われますが、退職をされ

た方それぞれの御事情によるものですので、どれぐらいの方が町外、県外へ転出されたか等につ

いて、町では個人を特定した調査になることから把握できておりません。 

 その理由といたしましては、住民基本台帳法、個人情報保護法の個人情報調査に抵触すること

から、御質問の事項については法令で固く禁じられていることを申し添えておきたいと思います。 

 仮に、事例を申し上げれば、石州会を退職し、町内の他の事業所へ再就職された方もおられる

と思いますし、もともと町外から六日市病院へ通勤されておられた方のケースなどもあると思わ

れます。したがいまして、対象人数の把握ができないことから、町税の減収にどの程度影響が見

込まれるか、正確なところは計りかねます。 

 なお、人口動態につきましては、税務住民課において、月締めで集計されておりますので６月

議会にて報告をさせていただくことは可能かと思います。しかしながら、２月から３月にかけま

しては、若者層の都市部への就職や入学、あるいは人事異動等により転出入が激しく、石州会の

離職者の影響幅が統計上の数値で把握できるかどうかは疑問の残るところであります。 

 また、町税への影響について、令和６年度での影響はなく、実質は令和７年度に影響が出るこ

ととなります。 

 御質問の転出による町税の減収に対する町としての認識、対応についてでございますが、今回

の公設民営による病院事業の開始は、町の財政危機を回避し、町政運営の継続性を確保しながら
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医療の継続を行うことを最優先課題として取り組んだものであります。町税の減収があるとした

場合、二次的な損失として残念なことであります。しかし、その一方、カタクリ会では、できる

だけ就業を希望される職員は採用する方針で採用選考を実施しておりまして、希望者は、できる

だけ病院で働ける体制は用意されておりました。 

 結果的には、石州会から離職され、よしか病院で勤務されなかった方々もおられます。この

方々が、町内で他の職に就業されれば、税収を含む町の人口対策としては望ましいことではあり

ます。 

 しかしながら、今回の病院経営の課題においては、適正な医療機能、介護機能の見直しと、そ

れに合わせた適正な人員配置を優先するべき状況があり、町税の減収に影響が出るとしても必要

な対応であったというふうに認識をしております。 

 なお、よしか病院で働く職員につきましては、職種ごとの採用状況を踏まえ、今後も募集を行

うことも聞いておりますので、指定管理者のカタクリ会と連携を取りながら、町の税収や人口対

策にもつながる職員確保に向け、引き続き対応していきたいと考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  それでは、最後の質問に移ります。 

 新病院の開設につきまして、住民説明会が町内５か所で行われました。その中の質問から質問

をさせていただきます。 

 ５か所の会場で一番、新病院を開設するに当たり、質問が集中をしたのが、やはり夜間の救急

受け入れ中止について、どの会場でも質問が出ておりました。当然ながら、今まで石州会では行

われていたものが、カタクリ会になってからできないという状況の説明がありました。 

 このことにつきましては、町長は、医師・看護師不足の現状、あるいは働き方改革などの国の

指針を理解してほしいという、町長の、現状をしっかり理解してほしいという説明だったと思い

ます。 

 私は、本当に町民の皆さんが、このことは議会でも何回も出ておりますが、夜間の受け入れ中

止ということは、本当に一番大きい心配だと思います。町長が言うように、医師・看護師不足、

または国の指針等を考えれば、本当に現状を、受け入れ中止を御理解くださいという答弁を終始

しておられました。そのこともよく分かります。分かりますが、我々議員は町民の声を反映しな

ければなりません。 

 そこで、六日市会場で、ある町民の方が、夜間救急受け入れができるんだということを説明を

されました。質問をしておりました。それが宿日直許可という制度であります。これは、どうい

うことかと言いますと、労働基準監督署に、この宿日直許可を申請しておれば、毎日とは言いま

せんが、月に何回かは夜勤をして、その後も引き続き勤務ができるという制度であります。 
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 要するに、この働き方改革は、医師の過重労働を防ぐための働き方改革でありますが、都会の

病院は、ほとんど毎日ぐらい夜間・救急がありますが、これは調べてみたんですが、地方の病院

は、夜、救急があるということがまれな病院が多いということであります。地方の病院でありま

す。つまり、これは専門用語で言いますと、当直はしていても勤務はしない、いわゆる「寝当直」

ということで言われております。これは正式な言葉なので、私が作った言葉ではありませんが、

「寝当直」ということであります。 

 つまり、この宿日直許可を労働基準監督署へ申請しておけば、夜、勤務をしていても、救急が

全くない場合、ちょっと言葉は悪いんですが、これはネットに出ておりましたので使いますが、

「寝当直」というような場合につきましては、次の日も勤務ができるという制度であります。 

 この制度について、検討はされたことがありますか。この宿日直許可を申請しておれば、労働

時間の規制に対して適用除外になるということであります。こういう制度を申請をしておれば、

月のうちの何日かは夜間救急が受け入れることができるということであります。このことについ

て検討されておりますか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、新病院の住民説明会よりということで、特に夜間救急のお話

でございますので、このことについてお答えをさせていただきたいと思います。 

 ２月の１３日から２０日まで、町内５会場で住民説明会を行ったところでございます。その中

で、夜間救急の受け入れに関する質問は、関連も含めて全部で５会場２１件ございましたが、そ

のうち４件から５件でございました。 

 現在の当直体制では夜間受け入れができないのか、夜間受け入れができない時間帯に救急車が

複数台重なった場合はどうなるのか、高齢者が多く、体調が急変することで夜間受け入れができ

ないのは心配だ、今後、夜間救急が再開できる可能性はあるのか、こうした質問があったところ

でございます。 

 質問に対して回答といたしましては、医師の働き方改革で、令和６年４月より開始されること

によりまして、医師看護師等が少ないよしか病院では、夜間救急を受け入れると通常の診療に影

響が出るということ、医師を初めとする医療従事者に過度の負担がかかりまして、医療従事者等

の確保に影響が出るということ、夜間救急ができる体制の整備のため、非常勤医師の雇用増につ

ながり、経営面に影響が出るなどが挙げられます。そのため、１７時１５分から翌朝の８時

３０分の間は救急の受け入れを行わないこととして説明をさせていただいたところでございまし

た。 

 将来的によしか病院の運営が軌道に乗ったら再検討するのかとの御質問でございますが、

２４時間救急ができる体制は、常勤医師が１０名は必要で、そして、それに伴い、看護師、コ・
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メディカルのスタッフが必要であるとカタクリ会からも伺っております。将来的に考えられない

とは言っておりませんが、将来の状況がどうなるか不明確の中、現段階において再検討できるか、

はっきり申し上げることはできません。 

 最も重要なのは、町財政を破綻させずに医療、介護を継続することであります。まずは、よし

か病院、よしか介護医療院を３月に開設し、医師数が増える４月からは本格的な運営に入ります。

よしか病院、よしか介護医療院が、身の丈に合った運営、状況に応じた適正な運営となるよう、

町も指定管理者のカタクリ会と連携して対応してまいりますので、ぜひとも皆様の御支援御協力、

そして御理解を賜りたいと思います。 

 また、そのことを、できれば議員の皆さんのほうからも、住民の皆さんに対してお伝えをして

いただければ幸いでございます。 

 それから、今議員のほうから「寝当直」のお話がございました。ある程度の制度的な話になり

ますので、この点につきましては、担当いたします医療対策課長のほうから少し御説明をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  渡邊医療対策課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  質問にお答えします。 

 宿日直許可を受けているかというような御質問ですが、受けております。まさに、申請をして、

許可を受けていないと当直をした医師については翌日の診療はできないということでありますの

で、許可は受けております。その上で、この夜間救急の受け入れ等できないかというのは検討し

ているところでございます。 

 それについては、先ほども少し触れたところがあります。やはり、よしか病院は医師数が少な

いことや、それと看護師、それに関わるスタッフがどうしても足らないということです。どうし

ても、そこで、いつ来るか分からない夜間救急を、回数としてはそこまで多くないかもしれませ

んが、その体制を取っておかないといけないということは、次の日の診療に、少なからず影響が

あるだろうというような判断から、宿日直許可を受けた上で、夜間救急は行わないというような

体制を取っておりますので、その辺については御理解をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ありがとうございます。申請していると、町長のほうからも、軌

道に乗っていったら、本当に長期的な考えと思いますが、検討はするということでありますが、

我々議会としましても、新病院に関しましては、本当に温かく見守って、本当にできることは何

でも協力するという姿勢でおります。決して、夜間救急がないからといって批判ばかりはしてお

りません。町民の声としては、こういう批判がある──今、町長、具体的な住民説明会で人数を

言われましたが、ああいう場でなかなか手を挙げて言う方は少ないと思いますが、それ以外の場



- 238 - 

所で、本当に今度は新しい病院では夜間救急が受けてもらえないということで大変に不安に思っ

ているという声を多数聞いております。住民説明会では具体的な人数を述べられましたが、本当

にその人数の限りでなく、多数の方が、町長も耳にされておりますが、不安を感じております。

ぜひ夜間救急の復活というのを、本当に町民皆が願っておりますので、新病院が軌道に乗った際

は、ぜひまた、この夜間救急復活を、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  まず、先ほど住民説明会での数のお話をさせていただきました。全部で

２１件のうち四、五件だったということです。確かに住民説明会では、そうした人数、回数、件

数でございました。 

 ただ、そうは言いながらも、議員のほうにも当然そうでしょうし、私にも数多くの皆さんから

お手紙をいただいたり電話もいただいたり、直接のお話をさせていただいたということで、それ

は夜間救急の必要性は、もう数限りなくお伺いをしております。 

 しかしながら、現状の中においては、それが難しいということで、これも本当、事あるごとに

丁寧に私のほうからは御説明をさせていただいているところでございます。 

 それから、議員のほうからは、通告にもありますように、将来、新病院の運営が軌道に乗った

ら再検討するということで、そのように私に答弁したというような御発言がございましたが、先

ほど申し上げましたように、言葉といたしましては、将来の状況がどうなるか不明確な中、現段

階において再検討できるということをはっきり申し上げることができませんので、その点は御理

解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ちょっと私の耳が間違っていたようでありますが、訂正はしませ

ん。 

 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（安永 友行君）  以上で、１番目の通告者、１番、桜下議員の質問が終わりました。 

 ここで５分間休憩します。 

午前９時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時05分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開しますが、再開前におつ

なぎをしておきます。 

 １番、桜下議員については、ここで退席をされました。今日、明日は欠席の届けが出ておりま

すので、おつなぎをしておきます。 
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 それでは、２番目の通告者、１０番、中田議員の発言を許します。１０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  １０番、中田でございます。本日は２問ほど通告しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず、第１番目に、有機農業による野菜作りと漬物等加工食品についてということで質問させ

ていただきます。 

 それでは、有機農業による野菜作りということで、昨年４月、吉賀町は、島根県で浜田市、大

田市、邑南町に次いで４番目になるオーガニックビレッジ宣言を行いました。それから、７か月

後の１１月には、廿日市市にある吉賀町アンテナショップかきのき村の開店２０周年記念式典に

参加しました。利用者の皆さんの声をお聞きしましたところ、アレルギー等で食に大変困ってお

られる方、また、自然食に関心を持っておられる方など、健康に気をつけている方が大勢おられ

ることに驚き、新鮮な有機野菜が求められているのだと実感した次第であります。 

 そんな中、後日、柿木村産直協議会に立ち寄った際に、事務員さんから「消費に対して生産が

追いついていなくて商品が少ない」というお話がありました。 

 六日市地区で有機野菜作りをする方はおられないか、出荷をすぐにするということではなく、

少人数でもいいから有機栽培の話を聞いてもらえないかということで、吉賀町有機農業推進計画

にある生産の推進という観点から、２月６日火曜日ですが、協議会から出向いていただいて、幸

地地区集会所に地区住民十四、五人集まってお話を聞きました。集まったのは、自家用の野菜作

りの方がほとんどで、出荷するようになるかどうかは未知数でございますが、有機野菜の土壌の

つくり方、有機肥料の使い方など、初歩的なところの勉強会は、皆さん、興味深く熱心に聞いて

おられました。また、自家用に作付して余った分を出荷してもよいことや、有機野菜でなくても

規格外として別に販売ルートがあることなどを知ることができ、喜んでおられました。 

 このことから、私は、オーガニックビレッジ宣言の具体的な取組事項にある、有機農業を行お

うとする者への支援や普及の推進は、いきなり有機農業従事者を養成するものでなくても、地元

民と膝を突き合わせて会話する中で醸成されるものではないかと感じた次第であります。しかし、

説明者は、柿木村産直協議会の方々が５名であり、役場産業課からは出席がなかったことが残念

でした。 

 吉賀町として全国にオーガニックビレッジ宣言をしたのであれば、当然、町が積極的に関わり、

協議会の活動を後押しし、また、住民の生の声を聞きながら、計画の目標達成に導くようにする

ことが求められると思います。聞くところによると、このような勉強会の場には、役場職員はい

つも出席しないとのことでした。 

 私たちが住んでいるこの町のきれいな空気や水を生かし、町民の主産業である農業や林業で生

きる人たちを支援することではないのでしょうか。私は、吉賀町の住民が高齢化しても、なお田
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畑を耕し、細々とでも自分の生まれ育ったこの地で生き続けることが幸せにつながるのではない

かと思います。 

 その上で、若い人とともに有機農業に参加でき、自分たちが作った物を流通ルートにのせられ

るようになることは、生きがいにつながると思うのです。旧柿木村の方々が培ってくれたこの事

業を吉賀町の他の地域に広めていくことが大事なのではありませんか。 

 令和６年の町長施政方針では、オーガニックビレッジの実現に向けて有機農業が気軽に取り組

めるよう、有機農業の技術指導員の配置や研修制度の充実、生産者の増加、取組面積の増加を図

るとのことでありますが、技術指導員とは、現在、専門知識を熟知されておられるのでしょうか。

それとも、これから研修を行い、配置されるのですか。いずれにしても、二、三年でなく、長期

にわたり取り組みを行っていただきたい。このことについて、町長の御見解をお聞きしたいと思

います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、中田議員の有機農業による野菜作りと漬物等加工食品、この

質問のまず１点目、有機農業に関する質問についてお答えをしたいと思います。 

 まず、議員が率先してオーガニックビレッジの推進に向けた取り組みに御協力いただいたとい

うことでございます。このことにつきましては、大変感謝を申し上げるところでございます。あ

りがとうございました。 

 当日の勉強会には役場職員が参加していなかったということでございますが、担当課のほうで

確認をいたしましたところ、柿木村産直協議会が独自に取り組まれた勉強会であったがために参

加要請がなかったということでございました。しかし、後日の産直協議会の役員会には職員は参

加しておりまして、当日の情報については伝わっておるということでございました。 

 昨年、オーガニックビレッジ宣言をして、生産者の増加や取組面積の拡大を目標にしておりま

すので、お話があれば積極的に参加するよう指示したいと思います。ただ、日常業務の中におい

て、全てに参加できない可能性もあり、そのために技術指導員の配置の予算をお願いしておると

ころでございます。まさに今回のような地域からの声を直接お聞きし、それにお応えできるよう

な体制づくりをしていきたいと考えておるところでございます。 

 また、議員が言われるとおり、自分の作った物を路上でもいいので販売して、実際に購入した

お客様からの感謝が聞ければ生産意欲も増しますし、生きがいにもつながるとも考えております。

技術指導員とも協力しながら、生きがいにつながる取り組みができるよう進めていければと考え

ておるところでもございます。 

 そのほか、御質問のありました技術指導員の技量についてでございますが、今から募集をする

ところでございますので、どういった方になるかはまだ不明でございます。熟しておられる方で
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あればベストでございますが、そうではなくても、どう育成していくかということも考える必要

があろうかと思います。当然、数年で終わるということは想定しておらず、長期にわたり吉賀町

で活動していただける方を想定しておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  これは産業課の話ですが、産直のほうから、私が皆さんに声を

かけて話し合いをしたということについては、話が産業課のほうに届いていなかったということ

でございますが、最後のほうでちょっと言いましたが、町のほうから、こういうお話には産業課

のほうがのぞいたことがないよということもありましたので、ぜひとも、産直のほうから一々言

ってもらえれば一番いいかと思いますが、我々、地区で話をされるときに、今の読み上げた中に

ありますけれども、産直協議会、民間の方が来て説明するよりも、やっぱり町の方が来て、「こ

ういうお話があるので、皆さん、よく集まっていただきました」というように説明があってしか

るべき。そして、住民も行政のほうから来ていただくと心強いと。町がバックしておるんだなと

いうような気持ちになって、ただ白菜、大根を作るだけでも大変心強さが違うと思うんです。そ

ういうことを産業課と産直協議会さん、その辺との意思疎通というものをしていただいて、でき

るだけ参加していただけたらなと思います。 

 私も初めての有機農業の話でこういうふうなことをしてみたんですが、大変お話も面白い、面

白いという言い方はあれですが、よかったなと。地域住民も大変、早速、初見の鶏ふんを自分で

運んであげるからというようなことを皆さんに言って、二、三人の方がその方に頼んで、運賃を

もらわずにもう鶏ふんを無料で作る方に送るよということで、二、三人が頼まれて喜んでおられ

るというようなことで、有機農業というのは本当一人で作るというよりも、みんなで力を合わせ

てやることが楽しく、また、幅が広がっていくのではないかと思いますので、ぜひともこのよう

な、私が思っただけではなしに、そこでもちょっと皆さんも寂しさ、寂しさというか、気持ちが

あったようなので、ぜひとも実現していただきたいなというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  大変前向きな御発言をありがとうございます。先ほど答弁させていただ

きましたが、産直協議会に当然任せるわけではございませんが、オーガニックビレッジ宣言をし

て、有機農業にこれから取り組んでいこうというようなことの柱を立てたのはまさに町でござい

ます、行政でございますので、官民挙げてそれに取り組んでいかなければならないというふうに

思っております。 

 有機農業推進計画の中にも、生産の推進ということで、新たに有機農業を行おうとする方への

支援ということがまさに書いてあって、議員のほうはそれに基づいて地元の方にお声かけをいた

だいて、産直協議会の皆さんに来ていただいて説明を受けたということでございます。本当に感
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謝を申し上げたいと思います。行政もそうしたスタンスで取り組んでいかなければならないと思

います。 

 今御発言もございました。私も耳には届いておりますが、早速、その説明会、研修を受けられ

て鶏ふんを運んで、それに取り組もうというような、もう率先した動きもあるようでございます

ので、なかなか新たに有機農業の農家さんを育てるというのは難しいんですが、今、野菜とかを

作っておられる方に少しでも、少しずつでも御協力をいただければ、それが全体の収量が上がっ

ていくと、こういうふうになるわけです。そうすると、町内での流出も起きますし、廿日市にあ

りますアンテナショップへ出す量も増えてくるということでございますので、やはり総体として

対策に講じていかなければならないかと思います。 

 それから、有機農業、旧柿木村で四十数年前に始まって現在に至っておりますが、特徴的なこ

とは、地域ぐるみでそれに取り組んだということが特筆すべきところでございますので、これを

今度はまさに地域ぐるみ、吉賀町を挙げて、吉賀町ぐるみでこれを取り組んでいかなければ目標

の達成には及ばないと思いますので、当然、現場を預かるのは産業課でございます。産業課のほ

うも今回のまた御意見をお聞きをさせていただいておりますので、そうした方向で取り組んでい

くということになろうかと思います。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  続いて、これも関連でございますが、漬物加工食品についてと

いうことで質問させていただきます。 

 ２０２１年に施行された食品衛生法の改正が、経過措置期間を終えて、この６月１日から全面

実施されます。今まで漬物加工食品の生産・出荷・販売について、届出であったものが営業許可

制になり、炊事場や倉庫でつくっていたものが、今後は専用施設をつくり、洗い場は２層タンク、

蛇口は自動、トイレのことなど、細々と決められており、施設改修にかなりの費用がかかると思

われます。 

 農家の生産者の方々は、７０代後半から８０代の方々が主役であり、申請書類の作成や今さら

大きな投資をしてまでやってはおれないということで、廃業するという方々が８割から９割では

ないかと、新聞報道等で言われております。 

 ただ、この法律改正は、食中毒の予防の観点から非常に重要な内容となっております。 

 そこで質問いたします。 

 １として、施設改修や届出制などに時間を要するために、３年間の経過措置期間が設けられて

いるものと思われます。町民の関係者に対して周知された時期と方法について教えていただきた

いと思います。少なくとも、私自身は、全体像を知ったのは今年２月の新聞報道であります。関

係者の方々にとって必要、十分な周知がされ、適切な指導がなされていたのでしょうか。 
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 昨年７月の広報よしかでは、４月と５月に講習会が開催されたとの記事が載っていました。両

方で人数が四十何名だったかなと思います。記事内容で、講習対象者は明確ではなく、食品衛生

法の内容についてどのように説明されたのか、講習会の開催通知はどのようにされたのかなど、

不明です。 

 ２つ目として、施設改修、新築等への補助金はどのように考えておられますか。また、何名ぐ

らいの方が申請されておられるのでしょうか。 

 ３つ目として、今年５月までに営業許可の取得と食品衛生責任者の資格取得が必要になります

が、現在、どのような状況になっておられるのでしょうか。 

 長くなりますので、ここまでの質問に対してお答え願いたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、大きい柱であります漬物加工食品についてということで、こ

のことにつきましては、少し時系列あるいは数字を上げて答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の食品衛生法の改正による周知の時期と方法についてお答えをさせていただきま

す。 

 御承知のとおり、食品衛生法の改正により、本年６月から漬物等の加工品は全て営業許可制と

なり、施設改修等個人の負担が大きくなるため、全国的にも大きな問題となっておるところでご

ざいます。 

 担当課であります産業課におきましても、制度改正が発表された３年前から、いろいろな周知

に取り組んでまいりました。 

 まず、令和３年４月に漬物を製造販売している方を対象に、益田保健所の担当を講師に迎えま

して、六日市基幹集落センターで研修会を実施したところでございます。 

 令和３年６月１日から営業許可が必要になりますが、それまでに届出を出された方は３年間の

猶予措置が与えられるという制度内容のお話と衛生管理について研修をしております。 

 また、同年５月にはケーブルテレビのテロップ放送を活用いたしまして、漬物の製造等届出所

の保健所への提出の勧奨を周知し、関係者に届出をするよう個別に案内文を郵送、周知を行って

おります。 

 また、６月には広報よしかに食品営業許可の変更について記事を掲載し、８月にも生産者に個

別案内をしております。この間、保健所からも個別に変更の周知依頼がされたと伺っております。 

 その後、令和５年になりまして、猶予期間が切れる１年前となり、４月と５月に再度食品衛生

研修会を開催したところです。研修会の内容といたしましては、制度改正の周知と加工補助金の

活用についても御案内をしたところです。この周知については、広報紙を活用した全戸配布、テ

ロップ放送等で周知を行っています。また、広報紙の１０月号で再度記事を掲載し周知しており
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ます。 

 そのほか益田保健所が開催する講習会等も、情報が入り次第、テロップ放送などを活用して周

知をしていたところでございました。 

 ２点目の補助金についてお答えをします。 

 加工施設の改修や備品購入に対しては、農産加工施設整備支援事業補助金を予算化しておりま

して、毎年４月に各戸配布などで周知をしているところです。申請状況につきましては、令和

５年度が３名、令和４年度が４名となっております。 

 次に、３点目の質問にお答えをいたします。 

 営業許可の申請につきましては、益田保健所への申請となっておる全てを把握しているわけで

はありませんが、今年度新規で申請された方は、担当課で把握している限りでは、３名の方と

１団体の方が申請されたと伺っております。また、１名の方が申請に向けてその準備をしている

とのことでございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  今、町長の答弁いただきましたけれども、テロップ放送、ある

いは関係者に通知されたということでございますが、特に、私が思うのに、現在漬物加工をして、

やくろさん、あるいは道の駅等に出荷されておる方に個人的に出されたのが多いんではないかな

と、私は思います。テロップ放送等もされたというので、なかなかテロップ放送も、私もあまり

聞かんのですが、聞かん人が悪いということになるわけですが、もう少し分かりやすいように、

今の言いました町広報とかというのはしっかり読むわけですが、お知らせ版というのがよくあり

ますが、あの角っこのほうにちょこちょこっと載ったようなことでは、なかなか目に入らないと

いうようなことがあるんではなかろうかと思います。私が特に見ていないんかも分かりませんが、

広報は大体目を通しているつもりなんですが、そのような気がします。もう少し、関係者だけで

なしに、今からやろうという方もおられるわけですので、ちょっとその辺の広報の仕方をもう少

し工夫していただけたらなと思います。 

 それから、今、どのぐらいの方がおられるかということになると、把握していないということ

もあるかも分かりませんが、３名と１団体、ほか１名というような御答弁がありましたけれども、

今、私の地元でも、やくろ等に出しておられる方、１名は「もうやめた、やめた、駄目だ」とい

うようなこともあります。もう一戸の方は、「もっとやるよ」というような力強さもあるところ

もおってです。 

 町内も、その方がいろいろおられると思うんですが、後から質問まだ出ますが、こうして、関

係者の方は分かっておるんだけど、周りの人は全然分かっていない。私も、近所の今の出荷され

る方によく習って、大根漬けあるいは白菜とか梅干しとか、いろんなことを今習って、販売はし
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ておりませんが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□将来そういうふうなこともやってみたいなというような気は持ってお

りますが、そういうことも、今のこういうふうな制度改正があるということを、関係者、対象者

だけでなしに全員に分かるような周知の仕方をもうちょっと几帳面にやっていただけたらいいと

思います。 

 それでは、続けて行きます。 

 ４つ目ですが、現在、町内で多くの方が漬物加工をし販売しておられます。８割ぐらいの方が

やめるかもしれないと言われる状況において、今後の収入や生きがいが気になります。まずは、

現在、漬物加工をし販売しておられる方の人数や出荷場所の年間売上額はどのぐらいだったのか。

今後、６月１日以降、販売額がどのぐらいになるのか、試算額が分かればお示しいただきたいと

思います。 

 今の３番のところである程度の人数が、今から出る３名か４名、ほかにもおられるかもしれま

せんが、そのことについても、もう一度、ここでお答えいただきたいと思います。 

 それから、このこととちょっとかけ離れまして、こういうふうに制度改正がしっかりあったこ

とで、私がこういうふうに質問するよということから、同僚議員から、このことを一つ聞いてみ

てくれんかということでございましたが、益田圏域か鹿足圏域、吉賀町だけでもよろしいわけで

すが、特別区の申請というようなことを考えてみたらどうかというようなことが言われておりま

す。 

 もし、できれば、どぶろく特区とか、あちこちで、よその町村ではありますが、そういうふう

なことも、先ほども言いましたが、大変生きがいにもなっておるわけでございます。収入かれこ

れということもあるかもしれませんが、ある程度は生きがいもあるということと思いますので、

そういうことも考えていただけたらいいんじゃないかなと思っております。 

 それから、６つ目ですが、この衛生法は漬物加工だけでなく、干しシイタケ、干し大根、アユ

の冷凍等の出荷販売も含まれておると聞いております。どのような許可が必要になるのか、その

ことについてもちょっと教えていただきたいというふうに思っております。 

 もし、この全般に関わることですが、違反をすると、いろいろ通知はあるかもしれませんが、

最終的には罰金刑、懲役刑まであります。このような大事なことは、該当者だけでなく、広く町

民に広報するべきではないでしょうか。 

 最後に、この漬物加工は高齢者の知恵と地域の味が染み込んでいるものであり、また、野菜づ

くり、特産品、副業になくてはならないものと考えます。町としても最大限の知恵を絞り継続で

きるよう、また、新規後継者が出てこられる施策を早急に考えていただきたいということで、こ

のことについて御回答をお願いいたします。 
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○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、まず４番目でございます。町内のその状況とい

うことでございますが、出荷場所と人数につきましてお答えをまずさせていただきたいと思いま

す。 

 各施設に問い合わせをいたしましたところ、昨年度の人数と売上げについて申し上げたいと思

います。 

 道の駅かきのきむらが８事業者、１６０万円、アンテナショップかきのき村が１２事業者で

８０万円、それから、キヌヤへの出荷が２業者で２４万円となっておりまして、産直物産館やく

ろ、こちらが本年度の売上げで１６事業者２８０万円となっております。 

 本年６月以降の販売額の試算につきましては、それぞれ施設のほうへ照会もしていましたが、

現状においては不明ということでございました。 

 ただ、先ほど、今度、届出制から許可制になる、要するに許可を取ったのがどのぐらいかとい

うことで精査をすれば、おのずとその事業者と、それから金額は分かってくるやに思いますので、

それはまた精査をさせていただきたいと思います。 

 それから、５点目は、いわゆる特区のことでございます。益田圏域か鹿足地区で特区の申請を

考えたらどうかという御提案でございます。 

 全国的には、御案内のとおり、京都の京漬け、それから秋田のいぶりがっこ、それから和歌山

の梅干し、こうした有名な漬物産地がどのような対応をしているかということも少し勉強をさせ

ていただきたいと思っておりますので、担当課のほうでそうしたことについての照会も早速かけ

させていただきたいなと思っております。 

 それから、６点目のところでございます。 

 干しシイタケや、それから干し大根、それから冷凍アユ等につきましては、担当課で、これは

益田保健所のほうへ確認をさせていただきましたところでございますが、自ら取って販売するた

め、それは許可等は必要ないということでございました。 

 また、無許可の営業につきましては、議員のほうからもありましたように、罰則の対象となり

まして、食品衛生法第５５条、これは営業の許可の条項でございますが、この規定に違反した者

は２年以下の懲役または２００万円以下の罰金というような条項があるということでございます。 

 繰り返しになりますけど、今回の食品衛生法の改正によりまして、全国的な課題、問題として、

各地のバラエティーに富んだ地方独自の伝統的な漬物が失われつつあります。吉賀町においても

同じような現象が起こるということでございます。 

 例えば、町内でありますと、梅漬け、それから、たくあん漬けにしても、人によって味が違う

ということから、選ぶほうとすれば非常に楽しみが増えると、選択肢が増えるということは、選
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ぶ楽しみが増えるということでよかったわけでございますが、許可がないと販売ができなくなる

ということになるわけであります。施設改修の補助金があるとはいいましても、個人負担が増え

るために、販売を諦める人が出てくる可能性もございます。 

 現状のその設備や作業場に合わせて、大きな費用をかけずに対応できる可能性もございますの

で、まずは担当課に御相談をいただいて、内容によっては益田保健所のほうへ照会をかけたり、

あるいは、そちらのほうへおつなぎをさせていただきたいというふうに思っております。 

 周知について、前段のところでたくさんの御示唆をいただきました。該当者に限定するという

ことではなくて、やはり広く町民の方全体に、そうした内容が周知できるように、広くそうした

広報活動に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  町長にもう一言、ちょっと質問した分の返答漏れじゃないかと

思うんですが。 

 ２番目に、施設改修、あるいは新築等への補助金という言葉を入れておりますが、施設改修の

ときにどの程度の、例えば２００万円かかれば何割とか、それから、これが、今年は６月からと

いうことで、この制度がどのようになっておるかということなんですが、来年からも、今年度も

当然ですが、例えば２割出す、５割出す、８割出すというような補助金があるとして、このこと

が来年も再来年もそういうふうな、今からの後継者のことですね、そういうふうな補助金は今か

らも将来にわたって行われるのかどうか、その辺のことをちょっとお願いいたしたい。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  先ほど申請状況についてお答えをしたところでございますが、今、町の

ほうで準備しておりますのは、農産加工施設整備支援事業補助金という補助事業でございます。

これにつきましては現状ありますし、来年以降につきましても、当然のことながら、その制度は

運用していきたいと思っております。 

 それから、事業のこの補助事業について、少し内容につきましては、担当しております産業課

のほうから、せっかくの機会、このケーブルテレビでございますので、皆さんに、これも周知の

意味で説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  堀田産業課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えいたします。 

 農産加工施設整備支援事業補助金というのがございまして、新しく施設を建設する場合、２分

の１以内の補助金の制度というつくりになっております。施設改修をする場合は上限１００万円、

それから、備品購入等の場合は上限５０万円ということの補助金でございます。 

 令和６年度におきましても、今、予算のほうでお願いをしているところでございまして、これ
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も将来にわたって、何とか補助金のことを、また、予算のほうをお願いしたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  繰り返しますが、補助金のほうは、新築・改修においては

２００万円が限度ですか、全部が２分の１ということですか。（「１００万円」と呼ぶ者あり）

１００万円が限度ですね、最高２００万円までなら半分は出るということですか。 

 それから、改修も一緒ですね。（「５０万円」と呼ぶ者あり）改修は５０万円、備品じゃない

んですか。（発言する者あり）備品が５０万円じゃないですか。 

○議長（安永 友行君）  堀田産業課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  失礼いたしました。改修のほうは、事業費が２００万円のうち２分

の１の補助ということで１００万円です。それから、備品購入につきましては、上限が１００万

円の事業費に対しまして補助金が５０万円、これは新設の場合です。それから、中古とかそうい

ったことも想定しておりまして、そういった更新の場合は３分の１の補助金の制度というつくり

になっております。失礼しました。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  今のことは、なかなか町民の方もよくこの制度が分かっていな

いということで、特に、周知の上で回答を求めましたので、大変皆さんが参考になるというふう

に思っております。 

 それでは、有機農業とこれにつきましてはここでおきまして、夢・花・マラソンについてお伺

いいたします。 

 ２点目でございます。夢・花・マラソンについて、吉賀町の一大イベントである「よしか・

夢・花・マラソン」の花形であるハーフマラソンを今大会から町民の健康増進へ原点回帰し、順

位を競うのではなく完走を目指し、誰でも楽しく参加できる大会にしたいとの思いから廃止する

との町長の施政方針演説で表明されました。 

 しかし、夢・花・マラソン実行委員会では、スタッフや競技審判の配置問題等があり、令和

６年の大会、今年の大会は２キロ、５キロ、１０キロのみで開催して、ハーフマラソンは中止し、

大会終了後、早期に課題点を模索しようということであったと思います。 

 この夢・花・マラソンは、２キロ、５キロ、１０キロ、ハーフマラソンと４種目がそろうこと

で盛り上がり、特にハーフマラソンは、県内外から家族連れで来られて、宿泊、応援、買い物な

どと交流人口が増えていたように思います。これを受けて、町内の商店、各団体がうどん、ラー
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メン、むすびなどの露店を並べ、花を添えていただいております。今まで、商店の方々も協力的

に活動してきたが、人数が少なくては出店も見合わせねばというようなことを言われております。 

 この大会を小規模にするということは吉賀町に大きな損失となりますが、なぜ、夢・花・マラ

ソン実行委員会で検討したことをないがしろにしてハーフマラソンを中止でなく、廃止という決

断を下されたのか、お聞きいたします。 

 もう１点、町長は「順位を競うのではなく、完走を目指し、誰でも楽しく参加できる大会にし

たい」と所信表明されておりますが、他の部門においても順位を決めていると思いますが、これ

は所信表明の「順位を競わない」という内容とは矛盾するのではないですか。お考えをお聞かせ

いただきたい。 

 ちなみに、この夢・花・マラソンは名称こそ違いますが、昭和５５年頃から教育委員会はもち

ろん、体育指導員、今はスポーツ推進員ですが──や体育協会、各スポーツ協会、旧六日市病院

のスタッフによる救護所の設置など、町内の方々のボランティア等が協力を行い、これまで何十

年も支えてきた血と汗と涙の結晶ではないかと思います。それをいとも簡単に「今年から廃止し

ます」では、先輩諸氏に申し訳ないと私は思います。 

 この近隣市町村では有名な夢・花・マラソンであり、吉賀町の知名度アップに大きく貢献して

いると思いますが、再考すべきではありませんか。御回答をお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  中田議員のほうからは、この夢・花・マラソンについて、町長に対して

の通告でございます。 

 事務を所管いたします教育委員会、それから、この大会の実行委員長を務めますのは教育長で

ございますので、内容につきましては教育長のほうから御答弁をさせていただきますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中田教育長。 

○教育長（中田  敦君）  それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 よしか・夢・花・マラソンの開催方法、内容等につきましては、議員御指摘のとおり、よし

か・夢・花・マラソン実行委員会において、協議・決定されるものと承知しております。 

 議員も実行委員会の委員のお一人ですので、協議の経過は質問で述べられているとおり、来月

２８日に開催される第１９回よしか・夢・花・マラソンについては、ハーフマラソンの部は行わ

ない、５００人規模の大会とする、町民の健康増進を目指すなどは決定しておりますが、第

２０回以降の大会の開催方法や内容については決定しておりません。今回の大会終了後、実行委

員会において各部門の実施について、検討、決定することになると理解しております。 

 ただ、実行委員会会議の配布資料の中に「ハーフマラソンの廃止」という文言を入れていたた
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め、また夢・花・マラソンの始まった経緯や原点を確認したため、第１９回大会だけの決定であ

ったにもかかわらず、ハーフマラソンの実施が難しくなるという考えが先走ってしまい、実行委

員会、事務局共々「廃止」という文言で町長報告に上げてしまいました。 

 以後の開催に影響する「廃止」ではなく、「中止」に訂正していただくということで御理解い

ただき、夢・花・マラソン実行委員長として、改めて実行委員、議員の皆様をはじめ、関係者の

皆様に深くおわび申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。 

 また、順位についての御指摘でございますが、順位を競うのではなくと申しますのは、順位を

つけないという意味ではございませんで、走るのが早くない方でも完走を目指して気楽に参加で

きるようにという趣旨での表現でございます。 

 町史にも、夢・花・マラソンが始まった経緯について書いてございますけれども、そこには

「順位を競うのではなく、自分の体力に合ったペースで走ること。自分の成績だけにとらわれず、

様々な年齢層の人が楽しんでいることを認め、自分も楽しめる大会」との記述もございます。 

 したがって、もっと町民の方の参加を促し、広く町民の体力向上、スポーツ活動の推進を図る

ことは、教育委員会が運営に携わる以上はしっかりと念頭に置くべきものと認識しております。

いずれにしましても、４６日後の直前に迫りました第１９回大会に向けて準備を進めているとこ

ろでございます。 

 ３月６日現在、後に届く郵送分を除いても２キロの部に６９人、５キロの部に１１１人、

１０キロの部に３００人、合計４８０人のエントリーがございます。 

 また、テント村の出店につきましては、現時点で例年並みの１２件の申込みがあり、うち２件

は新規出店でございます。 

 今後は、来月の大会の結果や状況を踏まえた上で、次回の第２０回大会以降については、実行

委員会においてしっかり協議をしてまいりたいと思います。どうか御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  今、教育長のほうから、私が質問申し上げました、夢・花・マ

ラソンの特にハーフマラソンについて誤りであったということでございます。これはそのような

一応決まり事でございましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ただ、私も実行委員会の委員でもありますし、それから長年、夢・花・マラソンの下支えとし

てずっとボランティアで出ておりますけれども、なかなかハーフマラソン、蔵木に向けて長距離

で走ります。車も大変混雑します。それから、質問の中でも言いましたけれども、なかなかスタ

ッフの問題等がありまして、今から課題を拾い上げるのに大きな問題点はあろうかと思います。 

 ただ、今まで何十年もやってきたものをついやめてしまうということでなしに、皆さんができ
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るような方向をしっかりと実行委員長さんが中心になって考え、苦難を乗り越えてこの夢・花・

マラソンの４種目ができるように考えていきたいと私も考えますが、実行委員長も、ぜひともそ

の気持ちでやっていただきたいということを特に申し上げておきたいと思います。 

 実行委員会で今まで何回も昨年からやっておりますが、中学生、高校生に、なかなか道路の交

通整理までやらすということは、津和野警察のほうからこれはいけないということも聞いており

ますし、この夢・花・マラソンを成功させるには当然、途中で言いましたけれども、町民のボラ

ンティアの方の強力な後押しがないと、私が幾らやろうと、実行委員長がやろうと言われてもで

きないと思いますので、この場を借りて、ぜひとも夢・花・マラソンが再現できるように協力を

強力にお願いしたいと思っておりますので、ぜひお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  内容につきましては、実行委員長になっております教育長のほうから答

弁をさせていただきました。説明させていただいたとおりでございます。 

 ただ、最終的には、私の言葉として来期の施政方針の中で廃止という言葉を使ったわけでござ

いまして、大変このことにつきましては、これまで御議論いただいた関係者の皆さん、そして今

回の施政方針を内外に広く広報したわけでございますので、これは私にやはり責任があると思い

ますので、改めて御迷惑をおかけをした、誤解を招いたことにつきましては、私のほうからも深

くおわびを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。 

 その上でございますが、やはりハーフマラソンをしようと思えば、なかなか警察との協議の中

でスタッフの配置のことが大変大きな課題になります。ざっくり申し上げますと１００人ぐらい

要るようでございます。これまでは学生の皆さんが本当に御厚意で吉賀高校を挙げて御協力して

いただいた、そうした中で実施がかなっておったわけでございますが、これはなかなか難しいと

いうことになります。 

 そういたしますと、これに代わる、これだけのスタッフを準備をしなければならないというこ

とでございますので、ここはぜひ本当に町民の皆さん、あるいは町外の方も含めてでございます

が、このハーフマラソンをもう一回、第２０回以降の実施ができるということに向けて御議論の

あるようやっていきたいと思います。そのためにはまず、今年のこの大会を成功裏で終了させて

いただいて、また実行委員会のほうでも来期に向けての御議論をぜひお願いをさせていただきた

いと思います。 

 先ほど教育長のほうからも答弁させていただきましたが、３月の６日時点で４８０人、２キロ

の部は６９人、私も、今年も参加をさせていただくことにしましたので、これが６９人が７０人

になりますけれど、ぜひ皆さんには沿道で声援を選手の皆さんに声かけをしていただいて、また
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沿道からぜひこの大会を盛り上げていただくことを私のほうからもお願い申し上げておきたいと

思います。大変御指導いただきましてありがとうございました。 

○議員（１０番 中田  元君）  以上で終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、２番目の通告者、１０番、中田議員の一般質問は終わります。 

 ここで、５分間休憩します。 

午前11時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時11分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 ３番目の通告者、７番、河村隆行議員の発言を許します。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  それでは、２点通告してありますので質問いたします。 

 まず、働き方改革ということで質問出しております。 

 町は年間を通して職員の採用試験を公告しているが、何人の募集をされて、何人採用されたの

か、まずお聞きします。 

 県内各市町村においても、職員採用試験受験者が減少していると聞いています。吉賀町におい

ても同じ現象と思いますが、どのように分析されていますか。お考えをお聞きします。 

 どの業界も人手不足の状態ということは認識されていると思いますが、どのような対策を講じ

ているかお聞きします。たしか令和３年１２月にイクボス宣言をされています。職場で共に働く

部下、スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、

組織の業績も結果も出し、自らも仕事と私生活を楽しむことができる管理職になるという宣言で

す。 

 一般企業でも役所でも同じと思いますが、その結果に対して、責任者は対応することと思って

おります。町長、副町長、管理職全員が、自らのイクボス宣言に署名されました。当然、イクボ

ス１０か条を実行されていると思います。 

 そこで、令和４年、５年と離職された人数と育児・介護休暇取得者数をお聞きします。働き方

改革とウェルビーイングは深い関係性があると言われています。特にＺ世代の特徴、価値観につ

いて認識していることも重要と思います。また、長時間労働の是正もあると思います。働く人に

選ばれる職場、吉賀町の模範となる職場、町民にも理解してもらえる職場であるべきと思ってお

ります。町長のお考えをお聞きしますという質問で、今年度、一般事務、専門職──これ保健師

さんや社会福祉士さんと思いますが──など５回にわたり採用試験されています。募集と採用に

ついてそれぞれお聞きします。また、４年、５年度の離職者、退職者、年度末、中途含んでもお

聞きします。 
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 定員適正化計画第３次で令和２年までの５年間、第４次で令和２年を基準にし、７年までの

５年で計画されています。中途で退職されたときの対応は中途採用になると思いますが、全体と

しての応募者の減少は感じられなかったかお聞きします。 

 町長は、このようにほぼ年間を通しての採用となりましたが、以前とは変わってきたと思って

おられませんか。思われましたら、どのような原因と感じておられるか、そしてどのように分析

されていますか。まず、ここまでお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、河村隆行議員の働き方改革についてということで、通告書を

全部読まれましたので、全部答える準備はしておりましたが、今断片的にお話がございましたの

で、少しそこの部分に特化をしてといいますか、そこでまずお話をさせていただいて、漏れがあ

るようでしたら、また後ほどのところで質問していただいたらと思っております。順不同になる

かも分かりませんが、お許しをいただきたいと思います。 

 まず、令和５年度の職員採用試験の状況についてお答えをさせていただきます。 

 一般事務、それから保健師、社会福祉士または精神保健福祉士、この３つの区分で実施してお

りまして、一般事務は３回、保健師は３回、社会福祉士または精神保健福祉士については２回募

集を行っているところでございます。 

 職員採用の数についてでございますが、基本的に退職者補充という考え方で計画いたしまして、

これまで実施をしております。その都度報告しておりますとおり、募集人数につきましては明示

しておりません。いわゆる若干名という形で公募させていただいております。 

 これまで申し上げましたように数回行っておりまして、実は第５回目の臨時の職員採用試験と

いうことで、今その最中でございました。３月２０日のところで最終的な２次試験を行うという

こともございますので、今お話のございました採用人数、実際にはまだ採用しておりませんので、

現状で申し上げますと、内示を出している人数ということになろうかと思いますが、これをやは

りここで申し上げますと、まだ採用試験が残っておりますので、多分に影響する部分があろうか

と思いますので、この数につきましては、この場ではちょっと御報告できないということは、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。いずれにしましても欠員の補充を埋めるために、これまで

数回、おおむね年間を通して、早い段階からこれまでその作業に当たってきたということでござ

います。 

 それから、２つ目といたしまして、職員の採用試験についての受験者数の減少の状況について

でございます。 

 本町におきましても、受験者数の減少状況はございます。このことに加えまして、中途退職者

の発生という影響もありまして、一般事務におきましては先ほど申し上げましたが、３回の募集
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を行うということでございます。 

 分析ということで申し上げたいと思いますが、地方公務員の応募者の減少、これは島根県に限

らず、当然吉賀町に限らずでございますが、全国的な傾向であるというふうに認識をしておりま

す。 

 やはり少子化による影響だけでなくて、民間企業との競合も起きているというふうに考えてお

ります。特にこのコロナ禍で大変民間も含めて経済的に疲弊をしておりましたが、昨年のところ

から５月の連休明けから５類に移行したということもあって、民間のほうが非常に状況的には好

転をしかけているというような状況でございますので、そうした状況で鑑みますと、やはり民間

のほうが、給与とか処遇も持ち直してきているということで、国における人事院勧告であったり、

島根県の人事委員会の勧告も勧告をするようになったと。ですから、民間よりも状況よりも、官、

行政、いわゆる行政のほうが条件的には悪くなっているから、その勧告が出るということですか

ら、そうした状況もあって、公職場よりも民間のほうへ流れる傾向というのが、また、このコロ

ナの回復によってやはり一層強まってくるかなというところは、私自身も少し懸念をするところ

がございます。 

 それから、町内から通うことができる大学や専門学校がないこの吉賀町におきましては、多く

の若者が進学のため町外へ出ております。進学後の就職先につきましては、学校の近くを選ぶこ

とが多いかもしれませんし、学んだことを生かせる就職先が吉賀町にはないと思われる方も当然

おられると思います。 

 こうした様々なことが重なって、重層的に重なる部分もあろうかと思いますが、そうしたこと

が、とりわけ吉賀町に限定していえば、職員の応募人数が下がってきているというような状況で

はないかというふうに思います。 

 対策ということで申し上げますと、幸い一般事務の２回目の募集におきましては、応募人数が

増加傾向となりました。具体的な数は申し上げられませんけど、増加傾向になりました。これは、

社会人の経験者枠を設け、それから受験資格の年齢幅を広げたことが大きく影響しているという

ふうに分析をしております。 

 また、今回、社会人経験者枠の応募要件には、正規雇用３年以上という条件がございましたが、

これを外しました。これは、例えば出産や育児、それから介護など様々な理由でパートタイムで

の就労を選択した方の応募を拒まないという観点でございます。 

 また、今年度の職員採用試験から応募用紙の性別欄、男性か女性か、こうした性別欄を廃止し

ておりまして、意欲と能力のある方がしがらみにとらわれずに応募できる、そうした職員の採用

試験を目指しておるところでございます。 

 それから、離職人数のことがございました。これは定年退職を除く退職者数ということでお答
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えをしたいと思います。 

 令和４年度では４名、令和５年度は８名という状況でございました。職員の退職は、これは本

当に痛手ではございますが、新たな挑戦のために吉賀町役場を離れる、退職するという選択をし

た職員も当然おるわけでございますので、ここは我々も温かく見守っていかなければならないと

思いますし、また議員におかれましても、そういうスタンスでぜひ温かく見守っていただきたい

と思います。 

 それから、定員適正化計画の話がございましたので、少しお話をしたいと思います。議員御承

知のとおりでございます。現状、第４次の定員適正化計画ということで、令和３年度から令和

７年度、これは施政方針でも述べておりますが、６年度、７年度、あと２年ありますけど、人材

育成ということも含めて、基本方針の改定も含めて、この作業に早くから当たっていきたいとい

うことでございます。我々といたしましては、そのぐらい危機感を感じているということで、そ

こは御理解をいただきたいと思います。 

 少したどってみますと、この第１次の定員適正化計画をつくりましたのは、合併をいたしまし

てまもなく、平成１８年でございましたが、そのときの正職員の数は、実数は１１０人でござい

ました。既に第４次になっておりますが、第３次の最終年が令和２年、今から数年前、この段階

で既に１００人になっておりますから、１０人職員を減らしております。当然これは吉賀町の場

合は、財政の健全化ということを御旗に町村合併しましたから、当然これはやっていかなければ

ならないということで１０人減らしました。とはいいましても、ここに来て、本当に国とか県か

らの権限移譲が非常に多くなって、現場は大変な状況でございます。 

 そういう中で、今吉賀町の職員の数がどういう状況かということで、これは議会の全員協議会

でもこれまで申し上げたことがあろうかと思います。ほかの町村と比較です。これ数だけで比較

するとどうかということもありますが。 

 ３つ、今比較で申し上げますと、一つは、島根県内の町村等の比較です。ですから、１人の職

員がどのぐらいの住民の方のお世話をさせていただいておるかという、これは言葉が適切ではな

いかも分かりませんが、吉賀町は、これはちょっとデータが古いんですが、平成３１年の人口を

もって行ったところ、職員１人当たりの住民数は６０.９人です。ですから、職員１人がおおむ

ね６０人の住民の方のいろいろなお世話をさせていただいているということになります。 

 これは県内の町村の比較でいいますと、一番多いです。２番目が、お隣の津和野町でございま

すが、津和野町はそのときが５２％、それから川本町も同じく５３％ぐらいですから、それと比

較しても、既に７人から８人は多いと。少ないところになりますと１０人台のところも当然あり

ます。これは人口規模のことがありますので、それを一概、これを取ってどうこうは言えません

が、とにかく職員１人当たりの住民数は突出して多いということ。 
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 それから、国の定員モデルという制度がありますけど、これでいいますと、国の試算値では

８４名です。これは一般行政部門で限定なんですが、吉賀町の試算は７７人です。ですから、国

の定員モデルの試算から比較しても７人少ないです。 

 さらにもう一つは、これは定員回帰指標といって、人口と面積を単純に比較する方法なんです

が、これでいくと一般行政職でいくと試算値は９５、吉賀町の場合は７７人ですから、１８人少

ないです。それから普通会計の人員でいうと、試算値は１２２人で吉賀町の場合は９０人ですか

ら、３２人少ない。こういった状況です。 

 こういった状況がありながらも、第４次の今の定員適正化計画は厳しい状況ですが、つくらせ

ていただいた。これは、令和２年の１００人ということを基準にさせていただいて、令和３年度

から向こう５年間の令和７年度までに、今のような状況、それから権限移譲とか現場が大変にな

っているということで、この１００人をこの５年間で３人増やしていかざるを得ないだろうとい

うことで、１０３人という数字を立てました。 

 今、令和７年度のところでは１０３人ということなんですが、既にこの数というのは、計画上

は令和４年度からなっていまして、現状は、今その数に達しております。その中でも、これも令

和６年度から保健福祉課の中にこども家庭センターを設けます。ここには専門職が必要ですから、

先ほど申し上げました社会福祉士か精神保健福祉士がいるということで、これは万やむを得ず、

この定員適正化計画プラス１ということで採用させていただいて、そうした職員が今獲得できそ

うな状況ではございます。そうすると１０３人プラス１になって、１０４人なんです。そうした

状況です。 

 一方では、保健師が退職したけど、採用できないという状況がありますから、現実はこのまま

推移をすると、定員適正化計画のプラス３人でやっておりますが、その人数と合致するようなお

おむね状況でございます。 

 ということで、定員適正化計画の少し状況も話させていただきましたが、やはり行政需要、

ニーズが非常に高くなっておりますので、また福祉の関係でいっても、処遇困難事例は本当に多

くなっています。これまで以上の人員、マンパワーが必要になっておりますので、そうした中で

仕事をしているということも御理解をぜひいただきたいと思います。 

 そうした状況もあって厳しい状況ではございますし、一方では、職員の早期退職があったりと

いうこともあるわけでございます。ここをどうにかクリアをしなければならないということは、

現状の欠員の補充を一日も早く、一刻も早く対処しなければならないということで、冒頭申し上

げました、数回にわたっての職員採用をさせていただいているということでございます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  定員適正化計画、先ほど町長言われましたが、それと採用が大幅
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にずれて多くなっているから、ちょっとどうかなと思って──昨年の１２月２０日の募集が、一

般事務ＡとＣ、社会人経験枠を合わせて７名と。今年の２月５日も２名、ＡとＣを合わせて２名

と言われて、適正化計画とかなりずれて募集されているということは、辞められているというこ

とかと思い、こういう質問になったんですが。 

 イクボス宣言を３年の１２月２２日にされておられます。特に今説明がありましたが、若い方、

Ｚ世代の職員が多く退職されているように感じていますが、イクボス宣言５項目されていますが、

理解、多様性、知識、組織浸透、配慮、業務、時間捻出、経営目線、自らも楽しむ、業務達成な

ど、１０か条と言われています。 

 中でも理解は、部下が子育て、介護、地域活動などに取り組むことに理解を示す。業務では、

育休取得者などが出ても、業務が滞らないよう情報共有、チームワークなどで対応する。時間捻

出は、部下がライフ時間を取りやすいよう、会議や書類の削減、意思決定の迅速化などを進めて

いるということが書かれていますが、町長や管理職の皆さんが宣言をもう少し実行・実践されて

いたら、様子も少し変わっていたかもしれないと思っております。 

 次に、育児介護休暇についてお伺いします。 

 ４年、５年の休暇取得者数と、その中で男性職員が取得されているか、分かればお聞きします。

また、長時間労働、時間外労働についてもお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  イクボス宣言のお話がございました。今お話がありましたように、令和

３年１２月に研修を前段で行わさせていただいて、専門の先生にお越しいただいて、いろいろ勉

強させていただいた上で、当時の管理職全員でイクボス宣言をさせていただきました。 

 吉賀町の場合は、それぞれ５項目を定めて行っております。ただ、通告にありますようにイク

ボス宣言、基本的に定義といたしましては、１０個の条項を定めて、そのうちの過半数をクリア

できた人をイクボスというんだと、こういうことでございます。私も改めてやってみて、マル・

バツをつけたら６つしかつきませんでした。ぎりぎり到達点かなと思っています。とはいいなが

らも、私自身のイクボス宣言、今日ここに持っておりますけど、御案内のとおりだと思います。

広報にも載せております、私自身は。５つありますけど。 

 私が今５つのうち到達できているということで、私自身ですよ、私自身の評価として、極力職

員の話に耳を傾けたり、それから多様なライフや価値観を理解するように努めます。これが一つ

と。もう一つは、仕事にやりがいを、それから人生に生きがいを感じられるようなワーク・ライ

フ・バランスの充実、こうしたことを重視をします。この２つは、私は認識として到達できてい

るのかなと。 

 ただ、問題は、ほかの議員さんのところから今回通告がありますが、そうしたことを行政の職
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場だけでなくて、町内のほかの民間にも広めていくというのを私は５番目でやっておりますが、

これがまだでき切れていない。ほかの項目についても三角でした。ですから、過半には到達して

いない部分もありますが、こうしたこともやはり行政のところが先行してやって、それを地域の

民間のほうにも、あるいは関連団体のほうにも広めていくというのは、やはり行政としての責任

もあると思いますので、一層そうしたことを取り組んでいきたいなと思っております。 

 ただ、こうしたことが職員全体に周知されているかというと、特に最近入ってきた職員もたく

さんおりますので、そこはやはりもう一回、管理職のほうから所属の職員のほうへ話をしていく

ということは必要だと思います。 

 Ｚ世代の話がございました。これも、研修を職員もしております。なかなか、私、気持ちとす

れば、Ｚ世代ということで線引きは当然したくはないんですが、ただもう１９９０年代の後半か

ら２０００年代の職員が一般的にはＺ世代ということで、もうそうした情報が出ていますし、そ

れからそこの世代については特徴的なこともありますという。そして、その特徴を今度はやはり

我々が教示をして対応策を考えないといけないということがありますので、これはやはりこれか

らの職場を改善していく上でも対応させていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、育休とかもろもろのお話がございました。育児休業それから育児介護休業法に基づ

きます育児休業取得者でございます。令和４年度では７名でございます。それから、令和５年度

では２名。それから、令和４年度の育児介護休業法の改正によりまして、男性版の産後休暇とも

言われます産後パパ育休が新設されました。育児休業の分割取得も可能となったことも影響いた

しまして、先ほど申し上げましたイクボス宣言以後、男性職員の育児休業取得者が増えてまいり

ました。吉賀町の場合も。 

 介護休業につきましては、令和５年度に、初めてではございましたが、取得者が１名ございま

した。 

 また、特別休暇であります短期介護休暇は、毎年多くの職員が取得をしております。 

 こうした動きが、やはり町内の民間企業にも広がっていくように、これは男女共同参画という

観点からも推進をしていきたいなと思っております。 

 育児休業の話でございますけど、これもちょっと県内のほうでずっとデータも出ておりまして、

これは国の統計でもあるんですが。 

 吉賀町の場合は、令和４年度、これは男性、女性も含めてなんですが、対象者、いわゆる子ど

もさんが生まれたら対象者になりますから、対象者が吉賀町役場の場合は８名。そのうち、実際

その休暇を取ったのは７名でございますので、取得率は８７.５％ということで、県内では２番

目でございます。 

 とりわけ、男性で申し上げますと、対象が７人でそのうち６名取っておりますので、これも
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８５.７％ということで、我々がこれまで数年前から行っておりますイクボス宣言であったり、

それからもろもろのこの庁内、役場の中でのこの周知によって制度的な制定もそうなんですが、

男性職員がとりわけ育児、介護に関わる姿勢を示し始めた。そして、そのために休暇を取るとい

うそうしたこの動きがやはり出てきたというふうに、これは私は評価をしております。 

 これからも、そうした形で皆さんが遠慮なく取っていただくような体制を取っていきたいと思

っております。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  男性のパパ育休が取られているということで安心したんですが、

働く人にも喜ばれる職場、吉賀町の模範となる職場、今先ほど町長も言われましたが、そして町

民にも理解してもらえる職場で、とにかくイクボス宣言をされた町です。そういう町なんだとい

う、その職場なんだということを忘れないで、しっかりと取り組んでほしいと。 

 ２年以上たちましたが、今、町長言われましたが、今を語られましたが、これをどのように分

析し、今後検討、また改善されていくと思われますが、管理職の方全員でやはり対応していかな

いと、なかなか町長１人で対応されても難しいんではないかと思うんですが。 

 とにかく、働く人に支持されない、従業員のいない企業や事業所は事業の継続が困難になって

くるんだと思います。これは、どの職場でも人材が基本だと思います。このイクボス宣言の実行

が、その職場や事業所の存続をも左右することになるかもしれません。しっかりとこの宣言を実

行していただきたいと思いますが、今後どのように分析し改善して実行していくのか、もう一度、

町長、お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  いろいろ制度的なお話もさせていただいたり、それから数字をもって取

得率のお話をさせていただきました。 

 それから、もう一つ大事なのは、通告にもありますが、やはりウェルビーイングと、それから

もう一つは働き方改革が非常に今関連が強い、関連があるんだということを文献からももう出て

おりますので、そこは、やはり我々がしっかり受け止めて、これからの組織のあり方を考えてい

かなければならないと思いますし。 

 そのためにも、今、役場のほうでは、組織の中に、組織機構・人事管理適正化委員会というの

を、これは職員で構成していますが、ここで今論議を始めています。今年度も既に５回開催をさ

せていただきました。回数、これもう数回やれば済むということではなくて、やはり職場をどう

いうふうな形にしていくかというその論議でございますので、少し時間はかかるかも分かりませ

んけど、今のこの現状をお互いがしっかり認識した上で、お互いがやはり働きやすい職場づくり

に努めていかなければならないというふうに考えているところでございます。 
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○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  県の町村課で資料を発表されておりますが、これが、やはり２年

遅れぐらいでないと出てこないもので、４年、５年の実態が分からないんですが。その中に休暇

の取得率とか残業の率とか個人当たりの残業平均がどのぐらいだとかいうようなデータも出てい

るんですが。 

 休暇がやはり取れていないんではないかと感じたんですが、残業も私は分からないんですが、

データは出ているんですが、その辺のところも分かりませんが、町長どういうふうに思われてい

るかと思うんですが。 

 とにかく、先ほども申しましたが、働く人に喜ばれる職場、ウェルビーイングでチームワーク

が本当に大事だと思っております。これをやはり徹底して、理念としてこういうところを持って

いないと、なかなか難しいんではないかと思うんです。しっかり、ここを対応してほしいと思っ

ております。 

 時間の関係で次に行きますが、新たな課の創設をということで提出しています。 

 昨年１２月議会でも質問しました。産業課を２つの組織に分けて、各事業の応援をする。これ、

急ぐべきだと思っております。どうしても商工業のにぎわいが町のにぎわいにつながってくると

思います。人口は、吉賀町まちづくり計画の中の将来人口、目標人口で示しているように、減少

しています。 

 ５つのまちづくりの方向の中で、魅力と活力に満ちて暮らせるまちづくりが上げてあります。

安全、安心、活力とあります。活力は、農林水産業の振興、商工業の振興、交流・定住の推進、

人づくりの推進で、産業課、企画課が担当と思いますが、ここに農林課、商工観光課を創設し、

それぞれの課が連携し担っていく。そして、それぞれに理念があると思っております。多彩な産

業の振興に取り組み、とりわけ地域資源を生かした内発的発展を図る、産業振興に積極的に取り

組むとあります。 

 また、現状の雇用環境の維持や新たな雇用関係の導入を図るために、地域のにぎわいをつくり

出す商業の振興、企業誘致や新産業の創出による工業の振興等に取り組み、魅力的で活力のある

まちづくりを進めると書かれています。 

 毎年、総合戦略でも検証されていると思いますが、この２月に商工会との意見交換会があり、

小規模事業者会員数も減少し、２次産業生産数も減少していました。５年１１月には、七日市地

区飲食店１店舗、柿木地区小売店１店舗、１２月には六日市地区小売店１店舗がなくなりました。

弁当の配達の件についても、意見交換会で要望がありました。 

 また、周辺の移動手段の難しい買物不便者が発生していると思われます。 

 また、この町に本屋さんがなくなり、書籍、文具さんもなくなりました。にぎわいどころか、
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ますます寂しく、不便になってきました。 

 また、林業はこれからの町を支える産業とするべきです。町の自然の資源の一つに、９２％の

山林があります。この前も経済委員会で研修会をしましたが、航空レーザー測量について講習し

ました。いろいろなことが可能となる第一歩と思います。まず、測量を実施し、次の事業展開を

することと思います。 

 また、農業は町を支えている産業の一つですが、慣行農業、有機農業、どの方法にしても、ま

ず生産者の維持、増加に取り組む。専業、兼業、趣味を問わず、関係人口を増やしていくことに

取り組むことと思っております。 

 それぞれ、商工業、林業、農業、本当にこの町の経済のにぎわいの基になる構造の構築を突き

上げるということと思います。それにはまず、担当部署を取り決めること。商工観光、林業、農

業、それぞれ独立した部署の創設を提案します。 

 町長も、施政方針の中にも商工振興、観光振興に２ページにも及んで述べておられます。 

 また、吉賀町の最上位計画のまちづくり計画の中にも、方向性として書き込まれています。 

 商工会との意見交換会でも、昨年、七日市地区の飲食店が辞められて、町内の企業も大変困っ

ておられると。また、弁当を作られている業者さんも、いろいろな相談が寄せられているが対応

することができないと言っておられました。 

 産業課は主に個人を、企画課は法人をというような感じがしているんですが、雇用のあるとこ

ろに人が集まります。これ以上、業者を減らさない、商工の窓口を一つにして対応することが、

今早急に求められていると思いますが、町長のお考えをお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、新たな課の創設をということでお答えをしたい

と思います。多岐にわたっておりますが、少し時間をいただいて答弁させていただきたいと思い

ます。 

 現在、産業課の事務分掌では、主に農業、林業、商工を担当しておるところです。それぞれの

振興策につきましては、第２次吉賀町まちづくり計画にのっとって進めておるところです。 

 まず、商工業の振興につきましては、議員御指摘のとおり、商業活動の活性化の推進や地場産

業の振興と企業誘致、創業支援の推進を目標に掲げ取り組んでおるところですが、近年は、新型

コロナウイルスや物価高騰の影響を受け、小規模事業者数も年々減少しておるのが現状でござい

ます。 

 また、そのほかの要因といたしましては、人口減少の社会的要因から来るものや経営者の高齢

化を理由にした後継者不在からくる要因等様々であると認識しております。このことは今後も続

くと思われ、まずは人口の減少割合を緩やかにするよう、様々な施策について取り組んでまいり
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たいと考えております。当然、商工会や関係機関とも引き続き協議をしてまいりたいと思います。 

 次に、林業の振興対策についてでございます。 

 施政方針にも書かせていただきましたが、航空レーザー測量についての重要性は十分認識をし

ておりまして、航空レーザー測量地図を活用して、山林境界を明確化により、地籍調査の進捗率

向上や災害時の地形基本データとしての活用などを図り、諸問題の解決に努めていきたいと考え

ております。 

 ただ、何度も御答弁をさせていただいておりますが、導入に当たっては多額の費用が必要でご

ざいます。国の補助事業等を活用し、最適な財源確保ができる事業を見極めて、令和７年度での

事業実施を目指してまいりたいと思っております。 

 次に、農業の振興策についてでございますが、担い手不足や高齢化によりまして、遊休農地が

年々増加しております。議員御指摘のとおり、生産者の維持、増加に取り組みたいと考えており

ます。 

 米価が幾らか以前のように戻ればいいわけでございますが、なかなか期待できない中、オーガ

ニックビレッジの実現や水田園芸の取り組みによって活性化を図りたいと考えております。 

 後段のところでの組織の再編のことがございました。 

 第４次の行政改革計画の基本方針にもありますように、地域社会の活性化と住民福祉、町民

サービスの向上を図ると同時に、持続可能な行政運営のため、行政改革を推進・実施し、効率的

な行政の実現を目指すこととしておりまして、これらの実現に向けまして、１点として、組織機

構の見直しと定員適正化等の改革、２つ目として、人材育成を定着させる改革、そして、３つ目

として、事務事業の見直しと民間活力による改革等の取り組みについて、精力的に議論・検討を

進めております。本年度は、先ほど申し上げましたが、５回の組織機構・人事管理適正化委員会

を開催しておるところでございます。 

 また、令和６年度は、第４次の行政改革計画の最終年度となっておりまして、計画期間の５か

年間の実績を検証した上で、第５次の行政改革計画の策定に向けて協議を進めてまいりたいと思

います。 

 産業課を２つの組織に分けて、商工観光、林業、農業それぞれ独立した部署を創設したらどう

かという御提案でございますが、課の新設、統合や定員適正化及び人材育成も視野に入れた組織

全体の機構改革の検討を引き続き、申し上げました組織機構・人事管理適正化委員会を中心に協

議を行って、検討していきたいと考えております。これは、職員で構成しておりますので、本当

に重層的にそうした議論をさせていただいて、職員の提案も大いに期待をしておるところでござ

います。 

 それをもちまして、魅力と活力に満ちて暮らせるまちづくりを職員一人一人が考え、そして行
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動し、連携してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  機構改革と言われましたが、産業課は、合併以来１８年この体制

で来られたと思っております。２０年近くたつと、やはり状況も変わってきます。これからは、

循環型社会へと変わっていく時代、循環の輪をつくり出していく時代へと進んでいくと言われて

います。農業、林業、今ここにある資源で、この町内で、この高津川流域という域内で経済が、

なりわいが回っていく、循環していく、早急に構築することだと思います。 

 そのためにも、やはり農業、林業に特化した農林グループ、商工観光に特化した商工観光グ

ループ、今すぐにでも立ち上げて、循環の輪を動かすべきだと思っております。これは、町長の

決断で動くと思うんですが、いま一度、町長の考えをお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  合併をいたしまして、少し機構改革をこの２０年近くの中でさせていた

だきましたが、申し上げましたように、議員からもありましたように、産業課につきましては大

きな変更はなく今日に至っております。 

 ただ、一方では、１次産業、２次産業、３次産業含めて、全産業にわたってここを本当数年で

大きく様変わりをしておったり、加えて予期もしなかったコロナがあったということで、非常に

状況が大きく変わってきておりますので、少しそうした視点からも検討していかなければならな

いかと思います。 

 そのためには、先ほど言いましたように職員も見方というふうに私は非常に重要視しておりま

すので、トップダウンでできない案件ではございませんが、やはり現場の一番お困り感があった

り苦難をしている職員がどういうふうに考えるかということを、まず私は尊重していきたいなと

思っておりますので、先ほど言いました委員会のほうを活発に議論していただいて、その報告を

受けながら、職員と一緒にこの点については考えていきたいなと思っております。 

 そのことが、結果的に、今回、議員のほうからもありました商工観光とか林業とか農業とか、

それぞれ独立をしたというような表現もございますが、そうなるかどうかは別にして、職員の目

線で考えてみるのもいいかなと思っています。 

 これが、やはり前段で議論をさせていただいた、よりよい職場の環境であったり働き方改革だ

ろうと思います。幾ら先を見据えて、課を独立をして、分離をしてという、これも一つの方法か

も分かりませんが、分離をしていくと、スタッフが少ない中やっていかなければならない。そう

すると、それぞれで与えられた仕事に対してどういった対応ができるかというと、結果としてや

はり同じように時間外が増えたり休暇が取れなくなったり、それから精神的な疾患を患ったりと

いうことがあるわけでございますので、そうした健康管理、安全衛生ということも考えながら、
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職場のあり方がどうあるべきかということを考えていかなければならないと思いますので。 

 まさに、ここは、私は、それぞれの原課のほうの状況を事細かに承知しているちょっと立場に

ないということも残念ながらございますが、職員の目線でそうしたところをしっかり検証してい

ただいて、職場のあり方を検討してもらうのも、私は非常にいい策ではないかというふうに考え

ております。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  先ほどの同僚議員の質問の中で、有機農業の話が出て、町長も前

向きに検討して取り組んでいくといわれるような答弁だったと思うんですが。やはり、有機農業

ももう世の中の方向と言いますか、もうそういう流れの中で動いていると思うんです。吉賀町は

有機の里と言われている町ですので、率先して取り組んでいくということになっても、有機農業、

農業、林業に特化した専門の職員を養成するとかと言われていましたが、やはりそういう専門の

分野で頑張っていくのが一番進めやすいんではないかと思っております。 

 また、林業も、この前も新聞に出ていたんですが、匹見の話が出ていて、広葉樹でいろんな家

具や小物の制作をしてというのが益田市で記事が出ていましたが、そういうこともいろいろ関連

して広がってくると思うんです。 

 町長も言われましたように、イクボス宣言。当時の管理職の皆さん、されているんですが、本

当にその宣言通りやってほしいと。町長、何％とか言われたんですが。やはりウェルビーイング、

自分が幸福度、幸せなんだと、これが幸せなんだ、これがいいんだという、その気持ちが、幸福

度が芽生えないと職場でもなかなか、能力と言いますか、なにが上がってこないというようなこ

とも言われております。しっかり組織を固めて取り組んで、とにかく商業が賑わいの元になって

くると思うんですが、どうしてもこれ、町長に決断して進めてほしいと思っております。もう一

度すみません、今のこれからイクボスでみんなで一緒にやっていくというのをお伺いしたいんで

す。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  イクボス宣言をしておりますので、ということではなくて、そうしたこ

ともやっぱり町としては取り組んでおりますので、そうしたことも含めてやっぱり働きやすい職

場、管理職、それから職員、吉賀町役場全庁を上げて、働きやすい職場作りに取り組んでいかな

ければならないかと思います。 

 イクボス宣言をして、時間が少し経過をしておりますので、そうした内容もやはり改めていか

なければならない時期かも分かりません。それから、それをしっかり今度は職員のほうへもう一

度周知をするという作業も必要ではないかというふうに思っておりますので。途中でリタイアす

ることなく、新しい第二の人生ということで、また違う道でという職員も当然おりますので、そ
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こはもう尊重していかなければなりませんが、この吉賀町役場で働いていくということであれば、

しっかりその目的が達成できるような職場に作り上げていかなければならないというふうに思っ

ております。 

 それから、定員適正化計画とかということの関連申し上げますと、ほかの議員さんからもあっ

た医療の関係のよしか病院の夜間の救急医療もそうなんですが、本当にスタッフさえ揃えばでき

るわけです。ですから、吉賀町役場、今、定員適正化計画１０３人で動いていますけど、今その

中で、皆さん方から本当にニーズのあるものを全てやるというのはこれまず不可能だと思います。

それを無理やりやろうとするという部分があるから、時間外もしなければならない、休暇も取れ

ない、そうしてやはり精神疾患に陥るというようなこの負のスパイラルになってしまうわけです

から。次の第５次定員適正化計画はそうしたことを加味しながら、本当に適正な人員はどのぐら

いか、そこをしっかり皆さんにお示しをしながら。これは人が増えれば人件費が増えるというこ

とで、それはそれで財政に負担をかけるわけですけど、そこはやはり見定めていかないと、この

行政自体が持たないというふうに思っておりますので、しっかり時間をかけて精査をさせていた

だいて、また次の計画を作り上げていきたいというふうに思っております。 

 それから、匹見の話がございます。新聞にも出ましたが、これまさに今、私のほうで施政方針

に上げております。総務省の例の地域活性化企業人事業、これをああいう形でやっていきたいな

というような思いもございますので、そこのところは付け加えさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  今朝の新聞に従業員１００人を超える企業には、男性の育休取得

率の目標を設定し、公表するよう義務付けるというような記事も出ています。１００人を超える

ような企業、職場ですが、こういう取得率とかいう目標も設定して公表していくようになると思

うんです。働き方改革、しっかりとして、若い人に選んでもらえる、働いてもらえる、そういう

職場を目指して、それが町民の皆さんにも喜んでもらえるんじゃないかと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、３番目の通告者、７番、河村隆行議員の質問が終わりました。 

 ここで昼休み休憩とします。休憩します。 

午後０時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時01分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、昼休み休憩に続き、午後の会議を、一般質問を再開します。 



- 266 - 

 ４番目の通告者、９番、藤升議員の発言を許します。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  日本共産党の藤升正夫です。 

 本日は、まず最初に、兼業農家への支援の強化を求めて、町長に質問をいたします。 

 昨年の１２月議会に、農業を含む町内で事業を営む全業種を対象に、原油価格や物価高騰の負

担軽減と事業継続につなげるため、支援金を交付する予算が出されました。赤字が続く農業者へ

の応援などと期待していましたが、支援の対象に、農業収入金額が全体の収入金額の５０％以上

を占めている者という条件がつけられ、多くの生産者が支援の対象から外されました。幾らかで

も赤字を減らし、生産を続けようという人を励ます姿勢を町長はなぜ持てないのか、大変疑問に

思っています。 

 今年の１月初めに議会閉会中の質問で、この物価高騰対策経営継続支援の対象に、農業収入全

体の収入金額の５０％以上を占めているという条件を外すことを求めました。質問への回答には、

販売農家のうち、農業による収入が主となる農家を対象としました。このことは、これまでも同

様の対応を取っています、とありました。同様であれば、支援する対象者が限られることを議会

で説明をしなくてもいいのか。役場全体が情勢の変化をしっかり受け止め、政策に反映する意識

を高める必要があると思います。町長の見解を求めます。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、藤升議員の１点目でございますが、兼業農家への支援の強化

をということで、まず１回目の質問にお答えをしたいと思います。 

 今回の物価高騰等対策経営継続補助金でございますが、原油価格や物価高騰が経営に大きな影

響を及ぼす町内事業者の負担軽減と事業継続につなげるため、国の新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、農家も含む全業種を対象にして支援金を交付すると

いったものでした。 

 「よしか振興券」のように、町民一律に支援する交付金とは違い、事業者によって影響する額

も違うということから、売上高別に支援金を交付するという制度設計でありました。予算的には

３,６５９万円を予定し、３月５日現在、事業費ベースで９７％の執行と非常に多くの事業者に

活用していただいたところです。 

 兼業農家の方に対しましては、これまでも米価下落対策や、肥料価格高騰対策事業等、農業生

産者に寄り添う様々な支援策に取り組んできたところではありますが、今回は、国が示した交付

金の推奨支援事業メニューの事業者支援という観点から、販売農家のうち、収入の半分以上が給

料等で占める兼業農家ではなく、農業による収入が半分以上となる兼業農家を対象としたところ

です。 

 これまでの支援金の制度設計もそのような対応を取っており、その都度ホームページ等で交付
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要項等を載せて周知していましたが、今回議会で説明がなかったという御指摘に対しましては、

決して意図したところではありませんが、思いが伝わっていなかったのであれば、大変遺憾であ

るというふうに考えております。 

 また、国際情勢の不安定による肥料や農業資材の国際価格高騰により、農業経営コストが上が

り、生産者の経営に影響を及ぼしていると理解していますが、限られた予算の中においては、兼

業農家全ての方に支援できる制度設計になっていなかったことに対しましては、御理解を賜りた

いと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  私は、これまでこうであったから、ということに対して疑問を呈

しています。これまではそうだったかもしれないけど、どんどん情勢が変わってきている中で、

どうしたらいいのかという選択を考える、そのことが重要であるというふうに思っていますので、

その点については御理解をじゃなくて、十分注意をして施策の展開をするのが、町長の役目であ

ろうと私は考えます。 

 そして、吉賀町の農業振興ビジョン、これには、水田農業を支える担い手の高齢化、後継者不

足が深刻化している。小規模農家は、農地の利用、農業用施設の維持・保全等で大きな役割を果

たしていると水田農業者の現状を示していますが、耕作されない農地は増え、午前中の議員から

の質問に対して、町長も遊休農地が年々増加していると、そのことについて認めておられます。 

 多くの生産者が毎年赤字なのに、しんどい思いをして水路の土砂を取り除き、何度も暑い中草

を刈り、農地とその周辺の環境維持に努めているのはなぜだというふうに思うか、町長の今取ら

れている状況についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２回目の質問にお答えをしたいと思います。 

 町内におきましては御承知のとおり、高齢化や担い手不足によりまして、耕作されない農地が

増えているのは、議員御指摘のとおりであります。 

 農地は、食料の安定供給を図るための重要な生活基盤であるため、農地法第２条の２におきま

しては、農地の権利を有する者の責務として、農業上の適正かつ有効な利用を確保することと規

定をされています。このため農業委員会では、毎年、農地の利用状況について現地調査を行い、

遊休農地の所有者に対して、農地の利用意向調査を行っておりまして、町外の方に対しては、農

地の維持管理のお願い文を郵送して対応するなど、遊休農地の発生防止・解消に努めていますが、

遊休農地の面積は年々増加しているのが現状で課題になっていると認識をしております。 

 また、多くの生産者は、農地と集落を守るため、環境維持に努められていますが、高齢化など

の理由で個々の農家で行うことが困難になってくる場合は、地域ぐるみで農地等の維持・保全活
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動を行う、多面的機能支払制度などを活用するなど、集落維持という観点からも取り組みを進め

ていく必要があるというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  地域ぐるみというふうに簡単に言われますけど、本当にそれが、

それで解決するんですか。みんな年がいっているんですよ。そして、ほかの生産者が撤退したと

ころの分までやろうと思ってもできないんです。簡単に地域ぐるみでとかいうことを、対策とし

てここで答弁する内容かと、私はすごくいらいら感が高まってしまいますけど、そんな簡単じゃ

ないんです、生産者は。先祖から受け継いだ農地を何とか守らなきゃいけない。またある人は、

自分が荒らしたらほかの生産者に大迷惑かける。そんなことしちゃいけない。そういう思いの中

で必死でやっている。そこのところをもっと感じてほしいんです。いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  私も家には１町の田んぼがありますし、数反の畑もございます。こうし

た仕事をしながら私もやっておりますし、それから、地域の皆さんと一緒に、営農法人ができま

したから、農事組合法人ができましたから、そういった意味では本当に助かっておりますけど、

やはり家族を挙げて、親族を挙げて、そして地域の皆さんと協力しながらやっているのが現状で

ございます。 

 ですから私は、決して今議員がおっしゃられたような苦労が分からないということではありま

せん。そうしたことを踏まえた上で、行政として御支援なり、お手伝いができるところは精いっ

ぱいやっているところでございます。 

 一つ問題は、財源に限りがあったり、あるいは国や県の制度に準じてやるということになれば、

一定の制限がかかるということは御理解をいただきたいと思います。 

 そうした中ではございますが、本当に苦難をしておられる、苦労しておられるというその農家

の実態というのは、私は重々承知をしているところでございます。私の地元でも、そうは言いな

がらも大変苦労しておられて、そうした声はたくさん届いております。１００％その思いにかな

えられるような施策も本当にしてあげたいのは山々でございますが、現実問題として、そのこと

が１００％かなっていないということは、先ほど申し上げたような、いろいろな環境があるとい

うことは御理解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  なかなか理解がしにくいんですが、今、うちらの近所の人もです

し、うちらのところの朝倉なんですけども、営農組合で何とか集落全体を荒らさないようにとい

うふうにやっていますけども、そういうところがないところの生産者のお話を伺うと、もう自分

が壊れるか、機械が壊れるか、壊れたらもうやめるしかない、そういうふうにおっしゃっていま
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す。後継者がどうかという点で、今のような米価の状況で利益が出ない、そういう中で、特に水

田農業の場合ですけども、なっています。一時は、お米、今、３０キロ単位のところでいいと思

うんですけども、一時は３０キロで１万円を超える、そういう金額でありましたが、今６,０００円

前後です。そういう中で国のほうは、１俵で９,０００円以下とか、そういうような数字を示す

ところまで、生産者に対する、何といいますか、いじめと言いたいんですけども、そういうよう

なところまで言われています。 

 これも財界の言う意見に従っての反応だと私は考えていますけども、今本当に大事なのは、国

際的にも食料難、食料不足、そういう中で、日本の食料の自給率、カロリーベースで３８％とも

言われますけれども、今、農業基本法を変えて、その目標ですら重要なとこら辺から下のほうに

下げて重視しない、そういう姿勢まで国のほうは持っています。何かのときには芋を作れと、そ

んなことが、今国が言うことかと私は思っていますが、少なくとも日本に住む人が、日本の中で

生産されたものをしっかりと得られるような、そういう環境づくりを、これは町だけの責任では

ありませんが、国が本気で食料安全保障をどうするのかと、そこを国がしっかりとやらなければ

いけないことだというふうに思います。 

 町としても、少しでも生産者の方々の頑張りを、町も大変だけども何とか応援しようというメ

ッセージを含めた支援、そういうものを私は必要ではないかというふうに思います。そういう点

でもう一度、今踏ん張っている生産者を支える施策の打ち出し、このことについて改めてお聞き

します。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、３回目の質問ということでお答えをさせていただきたいと思

います。 

 人・農地プランが令和５年度より法制化されまして、地域計画という名称となりまして、地域

農業のあるべき姿と将来にわたって守りたい農地を選定し、農地一筆ごとの将来像を記載する目

標地図の作成は、令和６年度中に策定することとなっております。 

 国は、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速することが喫

緊の課題であるといたしまして、地域計画の策定を通して、農地集積を進めていく方針です。 

 農地集積することで、経営基盤を強化し、農地を維持している法人や個人生産者が町内にも存

在しますが、議員の指摘のとおり、維持ができなくなっている農地、地域も当然存在をいたしま

す。 

 経営基盤を強化いたしまして、農地を維持している法人や個人生産者がいないような地域では、

農地の集積ではなく、担い手の確保が課題であると認識しております。そのため、地域計画は、

農業担い手をどう確保するか、維持するかを地域で考え、実行していく計画と捉え、集落におい
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て生産者と話しながら策定を進めていきたいと考えております。 

 もちろん、担い手の確保につきましては、新規就農者だけではなく、既存の農業者が耕作し続

ける体制づくりを、集落ごとに話し合いながら進めていきたいと思っております。 

 既に、各集落でも取り組まれている中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度の活用も

既存の農業者を支える制度でありまして、地域コミュニティを強めるための制度でございます。 

 繰り返しになりますが、集落での話し合いを通して既存制度の活用を進めながら、それぞれの

集落に合った農地を維持していく仕組みづくりを進めていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 先ほど議員のほうからは、いろいろ御意見をいただきました。私も先ほど言いましたように、

田畑をやっているような一人でもございますので、言われることは重々承知もしておりますし、

思いは一緒であるというふうに考えております。 

 やはり、町としても頑張る、島根県も頑張っていただかんとそれは当然行きませんが、まず国

政の場で、そうしたことを私はしっかり議論してもらいたい。その上で、国がここまでやります。

島根県、都道府県をここまで補完してください。そのできないところを、じゃあ基礎自治体でや

ってください。こうしたところをやっぱり国政の場でしっかり私は議論をしてもらいたい。国会

議員の先生がどうこうということは私はあまり言いたくないですが、中央のいわゆる省庁、そう

したところが──これは農地だけでなくて、山もそうなんです。私も年に１回、国土交通省であ

ったり、農林水産省であったり、林野庁の皆さん、幹部の皆さんと意見交換をする会が、大体春

と秋に１回ずつありますけど、我々がこの現場を訴えると、「そうなんですか」と初めてそうい

う発言をされる方もいらっしゃいます。大変残念であります。 

 ですから、国、省庁が行っている今の政策が、まさに金太郎あめで、全国の１,８００の自治

体で通用するかというと、決してそうではないんです。もっとこの自由度を与えていただいて、

この創意工夫が島根県であったり、こうした吉賀町で生かされるような、融通が効くような制度

をつくっていただければ、我々としても非常にやりやすい。そうした制度設計をまず国で置いて、

やっていただきたいなというふうに思っています。 

 当然、我々も汗をかかなければいけません。至る所でそうした意見を上に上げていきますし、

当然、我々の立場で要望活動もありますので、島根県とか国に対しての要望活動もさせていただ

きますが、まずは国政の場において、そうした議論をしっかり私はやっていただきたいなという

ふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  しっかりと私も国政の場でということではありますが、そのとき

に、価格保障であったり所得補償で、若い人も心配なく農業のところに入り込める、そういう環
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境づくりをするというのがやはり今求められているというふうに思います。 

 続けて、次の質問に移っていきたいと思います。 

 今日、午前中もパワーハラスメントについての質問もありましたけれども、まず最初に定義の

確認についてさせていただきたいと思います。 

 このパワハラの定義について調べてみますと、組織などでの地位や人間関係などの優位性を利

用して、他人に嫌がらせをしたり、苦痛を与えたりすることですと。暴力、言葉での侮辱、適正

な業務範囲を超えた仕事の強制、逆に仕事を与えないなどの行為も当てはまります、と解説して

おりました。 

 厚生労働省の提示する３つの要素を全て満たすものがパワハラに相当するとして、要素の１に、

優越的な関係に基づいて行われること、要素の２に、業務の適正な範囲を超えていること、要素

の３に、身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害するの３点を提示して

いました。 

 以上のことについて、町長の認識と一致しているか、お聞きをします。 

 一致しない点がありましたら、説明をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、パワーハラスメントについてということで、まず１回目の質

問にお答えをしたいと思います。 

 ハラスメントの防止につきましては、ハラスメントの防止等に関する要綱にもありますように、

人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、男女共に働きやすい職

場環境を確立することを目的に、ハラスメントの防止並びにハラスメントに起因する問題が生じ

た場合に適切に対応することとしております。 

 本年度は、不燃物処理組合及び養護老人ホーム組合の職員にも、ハラスメントに関する基本的

な事項や防止等について理解を深めさせていただくため、吉賀町と合同の職員研修会を開催し、

働きやすい職場、風通しのよい職場づくりの学習を進めております。 

 議員のほうからお話のありました、職場におけるパワーハラスメントの定義についてでござい

ますが、御紹介にございました、まず１点目として、優越的な関係を背景とした言動、２つ目と

して、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、そして３つ目に、労働者の就業環境が害される

もの、この３つの要素を全て満たすものと認識をしておりまして、御質問の内容と一致をしてお

るということをお伝えしておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  次の質問は、今のパワーハラスメントと直接関係があるか、分か

りづらいところの質問になりますが、職員が困ったときであるとか、困難な事案を抱えたときに、
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助け合う環境が役場の中に十分にあるというふうに考えているのか、町長の認識についてお聞き

します。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは２回目のところでございます。 

 職員が困ったとき、困難な事案を抱えたときに、助け合う環境が役場内に十分あると思うかと

の御質問でございますが、日常的な職員同士の助け合いは行われておるというふうに思いますし、

そうでなければならないというふうにも考えております。 

 また、制度として、職員からのハラスメントに関する苦情の申出、相談に対応するため相談員

を配置して、相談員及び所属長等による苦情相談の対応を行うこととしておりますが、できるだ

け初期の段階で相談できる仕組みづくりや、相談しやすい窓口となるよう努めていかなければな

らないというふうに考えております。 

 じゃあ、それがしっかり機能しているかどうかということにつきましては、これは個々の職員

の考えもございますので、私のことで、一つ一つの事案について申し上げることができませんが、

ほかの議員さんのところからも今日もございました。やはり職場の環境等を考えると必ずしもそ

うなってない部分もあるというふうに私は認識をしております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今、１人の職員がいろんな、たくさんの仕事を抱えている。そっ

ちに専念していると思うと、なかなか、聞けばいいんだけど聞けない。特に若い人の場合、そう

いうことを感じております。 

 質問の通告では、今年新たに採用された職員は何人が加わるかということで質問通告をしてお

りますが、午前中の質問の中での答弁でも、今の採用の状況についてのことについては述べられ

ないというふうな答弁でした。ざっと２桁近い職員が新たに新年度から加わってくるだろうとい

うふうに推測をしているところですけども、そこでお聞きするのは、新しい職員が入った職場と

いうのが、自分の仕事もしなきゃいけない、それから新人さんの教育もしなければならない、そ

ういう環境の中で、非常に、より複雑で、なおかつ詰めた仕事を余儀なくされるであろうという

ふうに思います。 

 そこで私が町長に求めるのは、まずは、この４月、５月の中で、できるだけ新人の方が入られ

た職場に顔を出し、職員の意欲や不安、それから不満も含めて直接感じ取りながら声をかけてい

ただきたいということです。 

 午前中の答弁の中には、職員の話に耳を傾けるという趣旨で答弁もありましたけれども、そこ

の職場の雰囲気、そこのことを直接感じていただいて、困難なものがないか、あるときには一緒

に考えよう。そういうメッセージを職員の方々に、ぜひ、出していただきたい。このように考え
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るわけですけども、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今日、前段の、ほかの議員さんのところでもお答えをさせていただきま

した。具体的な採用といいますか、内示の人数については、現段階においては、なかなか答弁で

きないというお話をさせていただきました。とは言いながら、今、議員さん言われるように、現

状とすれば、例年になく、多くの方々に内示を出しているような状況でございます。そうした状

況でありますので、また、新年度になりましたら、本当に新しい職員を迎え入れるというような

状況が出てきます。 

 それから、現状申し上げて、これまで職員の方といろいろ意見交換をする場がたくさんありま

した。ここ数日間の中でもございました。特に若い職員のほうからは、当然、行政ですから大切

な仕事を次の世代へ引き継いでいかなければならない。そうすると、今、お話があったように、

自分の仕事をしながら、後輩職員にもそれを伝えていかなければならない。これは当然でござい

ます。ただ、なかなか、そこのところが、いわゆる事務の伝承であったり、技術の伝承であった

り、それができ切れていない。そうした現状がありますということは、直接職員のほうから私の

ほうに声が届けられました。ああ、本当にそうなんだなと。 

 それから、特に、医療現場でいうところのプリセプターという制度がありますが、こうしたこ

ともなかなかやり切れてないということもあるという話もございました。大変そうした厳しい状

況が、今、吉賀町役場の中でもあるということは、私も認識をしておるところでございます。そ

の上でございますが、働きやすい職場、それから風通しのよい職場づくりを推進していくために

も、職員の意欲の向上、それから不安及び不満の払拭につながるよう努めてまいりたいと思いま

す。 

 また、職員一人ひとりの公務員倫理やハラスメント等に関する基本的な事項、ハラスメントの

防止、求められる役割についての知識、理解をより一層深めるためにも必要な研修、対策等に努

めてまいりたいと思います。 

 それから通告にもございました、今、お話もございましたが、本当に新年度になったら、この

状況でいくと、かなり多くの、本当に例年よりかなり多くの新人職員を迎え入れることになりま

す。恐らく全セクション、課に対して新人職員の配置をしなければならないというような状況に

なろうかと思いますけど、そうした状況の中で、いろいろ、今、申し上げましたような、職員が

現場で不安等も抱えておりますので、極力私もそうした現場に足を運んで、職員の方といろいろ

意見交換をさせていただいたり、そうした機会を努めて設けていきたいなというふうに考えてお

ります。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 
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○議員（９番 藤升 正夫君）  役場の仕事というのは、柿木の庁舎とそれから六日市の庁舎で、

直接町民の皆さんから、例えば、ここで言えば、税務住民課のほうに足を運んでいただいている

わけですけれども、一定の件数をこなす中で仕事を覚えるという側面があるところについては、

やはりどんどん学ぶ機会も多いと思うんですけども、件数が少ないところというのは、なかなか

十分仕事に習熟するまでに至らないと、そういう傾向を私は感じております。そういう点では、

新人さん、そういうところも配慮して、職員の皆さんと考えていっていただきたいというふうに

思います。 

 それで、これは通告では出しておりませんけれども、このたび退職をされた方、また予定され

ている方の中には、町長が積極的に困難を解決するため行政のトップとして行動をしていれば、

退職に至らなかったのではないかというふうに私が感じる職員もいます。やっぱり町長の場合、

役場の中だけではなくて、対外的な分野では、町のトップとして、直接相手方のトップとしっか

りと理解し合う、そういうところにより力を注いでいただきたいと。そのことで、町長がそこま

でやるんだったら、また相手の出方が変わってくれば、まだ何とかしようという気力も多少なり

とも上がってくるんではないかというふうに思います。 

 午前中の、これは公民館長の質問に対してのところで、町長は汗をかいていきたいという答弁

もされていましたけれども、本当に自分が町長でなければできないこと、その仕事を本気で向き

合っていってほしいというふうに思いますけども、町長のお考えをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  まず、前段のところで、職員個々のスキルアップのためのお話もござい

ました。当然職員はそうしたことを目指して、現場で日々頑張っているというふうに思います。

いろいろ技量を上げていくためにどうした努力をしていくかというお話だろうと思いますが、や

はり医療の現場でもそうですが、なかなか症例の多いところを目指して職場を求めていく。そう

するとスキルがどんどん上がっていくということですから、どうしても、逆にいうと、そうした

ところに医師やそれから看護師が集中すると。であるがゆえに、こうした過疎地には症例が少な

いので、そうした医療従事者が職を求めてこないということでもあろうかと思います。 

 役場の仕事もそうでありまして、やはり事例が多いところでは職員のスキルアップはできると

思います。ただ、そればかりを言っていると、なかなか人員の配置が難しいところがございます

ので、幾らか定期的なローテーションをしながらということ。これに、今日ほかの議員のところ

で申し上げました、役場の中の定員管理、人事適正化委員会のほうで、今、そうしたことも含め

て、今、検討させていただいているところでございますので、その議論を少し待ってみたいなと

いうふうに思っております。 

 それから退職者の話もございました。やはり定年退職をするまでに職場を離れる、大変残念な
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んですが、それぞれ個々の事情の中で職場を離れるという決断をされたということでございます。

極力働いておられる職場に問題があるのであれば、やはりそれを改善する。それを今、先ほど言

いました、そうした委員会の中で議論をしておりますので、これも少し時間が掛かるか分かりま

せんけど、対応をこれからしていきたいなというふうに思っております。 

 職場環境を改善をしていきませんと、なかなかお互いが風通しのよい中で、情報交換しながら、

意思疎通を図りながら、仕事をしっかりやっていくということにはなりませんので、ここはほか

の議員さんからも御意見をいただいておりますので、そのことをしっかり踏まえて、これからも

対策を講じていきたいというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  職場環境もですけども、トップとしての役割、そこをいま一度積

極的に考えて行動に移していただきたい。そのことで、本来なら、もっと風通しのよい状態であ

れば、もっと状況が変わってきたであろうと。例えば、医療のところで言えば、石州会さん、こ

の町では直接医療に携われないわけですけれども、石州会とのトップ同士での信頼関係の構築。

ずっとできてこなかった。そのことが石州会からカタクリ会への業務の移行に際して必要な情報

も出してもらえない。そういうところにつながったんではないかと私は思います。結果論でしか

ありませんが。しかし、もっと町長自身が、自分はこの町の、役場のトップだ。トップは何をし

なきゃいけないのか、しっかりと考えて行動をお願いしたいと。前の町長と比較してはいけない

ですけども、例えば、用地交渉、なかなか進まない。そこに、前の町長は行って、交渉の前面に

立って、行っておられました。それで成果が上がったかというと、そのことについては分かりま

せんが、一緒に現場と困難解決しようと努力する姿が私はうれしかった。それが町長だというふ

うに思います。 

 改めてトップとして、火の中の栗を拾う。そういう覚悟を持って、ぜひ、町長としての役目を

果たしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  これまで、私もこの職になって７年目に入りました。いろいろなことが

ございました。決して火中の栗を拾うような、そうしたことはしたくないと、こんなことではな

くて、いろいろな面で、いろいろな形で、私も努力したと思いますが、まだまだ議員のほうでは、

それが十分でないというような認識だと思います。それは私の不徳の致すところでございますの

で、いただいた御意見、しっかり拝聴させていただいて、残された任期もまだしばらくあります

ので、しっかりその職責を全うしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  次の質問に移ります。 
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 相続登記の手続きについて、役場が行えることについて質問をするわけですけれども、これは、

松江の地方法務局が出している分でありますが、相続登記の申請が義務化されますということで、

今年の４月１日からということになっています。 

 そして、この相続登記の義務化がされたことについて、正当な理由がないのに相続登記をしな

かったら１０万円以下の過料、過ち料が課せられる可能性があるという文言の入ったチラシ、こ

れは法務省の民事局が作成をしております。罰則が科せられるのはどのような場合となるのか説

明を求めます。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、相続登記手続きで役場がすることは、というこ

とでお答えをしたいと思います。 

 まず最初に、議員も御存じのとおり、登記の事務をつかさどるのは不動産の所在地を管轄する

法務局となります。当町においては、登記の事務を執行することができないため、可能な範囲で

の説明となります。また、法務局に確認した内容をお伝えすることをあらかじめ御了承いただき

たいと思います。 

 登記事務が義務化されるまでの経緯としましては、所有者が亡くなったのに相続登記がされて

いないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない、所有者不明土地が全国で増加し、周

辺の環境悪化や民間取引、公共事業の阻害が生じるなど社会問題となっております。この問題を

解決するため、令和３年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることに

なりました。 

 そこで、１点目の質問についてでございますが、正当な理由として認められる場合のものとい

たしましては、相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、

戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合や、相続登記等の申請義

務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続

不動産の帰属主体が明らかにならない場合などが上げられます。 

 または、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、申請

をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、正当な理由がある

と認めて差し支えないとされています。 

 登記官による正当な理由を確認した結果、正当な理由として認められない、こうした場合に罰

則が科せられるとされております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今までしなくてもよかったものが変わってきたという中で、では、

この登記については、今町長が言われたように法務局の仕事であると、そのことについてはいい
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んですけれども、相続登記をしようという方で、そういう仕事をされるところにお願いをする方

はいいんですけれども、自分でやろうという人に対してどうするのか。 

 そこで、私が今思いますのは、少なくとも役場の中でどういう書類、書類といっても、それこ

そ戸籍謄本であったり、また、亡くなられた方の住民票の除票であったり、そういう、その人自

身じゃなくて亡くなられた方から順繰り、本来の相続していくべき人たちがどういうつながりに

なっているのかという確認のできる書類ですけれども、それが、こういう場合だったら、４通要

りますとか、８通要りますとか、非常に複雑に示されております。 

 ですから、可能な範囲で役場の、特に相続登記に必要な書類等を求められたときには、こうい

う場合でしたら、どういうものが何通要るか、そういう案内ができるものを役場の中にはなえら

れないかというふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、１回目の質問でございます。 

 議員が言われますように、不動産登記法第６条に、登記の事務は、不動産の所在地を管轄する

法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所がつかさどるというふうに

定められております。 

 相続登記に必ず用意しなければならないものは、相続人ごとに必要な書類が異なるため、法務

局等で御相談をいただいた上で必要書類を申請していただくことをお願いしております。 

 例えば、遺産分割協議によって相続する場合や、遺言によって法定相続人が相続する場合、ま

たは数世代前の被相続人名義のものを相続する場合など、共通する主要な必要書類もありますが、

ケース別に必要となる書類と必要な部数は異なることがあります。このような内容を当町の職員

が必要書類について判断することは難しいため、法務局や登記の専門家である司法書士等に御相

談いただいた上で、必要書類の申請をしていただくように御案内をしているところでございます。 

 なお、相続登記の手続きにつきましては、法務局のホームページを御覧いただくか、法務局の

窓口、あるいは登記の専門家であります司法書士や司法書士会等での対面相談や電話相談を御活

用いただければというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  主たる事務をするのは法務局であるというのは分かっていますが、

私が言うのは、相続登記をしなさいと言うのであれば、例えば、今、税務住民課の窓口のところ

でも相続登記してくださいという趣旨のチラシが何枚も机の上に置いてあります。であるなら、

多少なりとも情報提供をできるものを置くということについて、どのように考えるかお聞きしま

す。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  極めて窓口的な実務の話でございますので、これは所管しております税

務住民課長のほうから答弁させていただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えいたします。 

 相続登記に必要な書類等の御案内ということだろうというふうに思います。 

 例えばでございますが、登記名義人が亡くなった場合に、必要な戸籍関係の書類で言いますと、

出生から亡くなるまでの一連のものを求めている方がおられます。それが必要なんだろうという

ふうに推測をされます。必ずそれが要るのか、全てが必要なのかということについては、私ども

ではちょっと判断がしかねるというところでございまして、一般的な御案内というものをするの

が大変難しいものとなっております。 

 それから、先ほどは戸籍の書類でございますが、不動産の関係の書類につきましても、いわゆ

る課税台帳兼名寄帳というものを取得される方もおられますし、評価証明を取られる方もおりま

す。それぞれ相続登記の申請をする中でこれが要る、これが要るというものを法務局なり、司法

書士等が求める場合に判断をして、書類を整えているというふうに判断をしておりまして、一般

的な御案内というものが非常に難しい問題となっております、というところで御理解をいただき

たいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  相続のときに、例えば、遺言書がないとか、それから今、存命の

人との関係で一番しんどいのが、どこにいるか分からない、そういう場合についても、これはそ

れでもできるというルールもありますが、そういうことも含めて、多少なりとも、一般的なこと

の範疇を越えないんでもいいんですけど、相続登記について、役場でもまず何をしたらいいのか。

基本は、法務局に聞いてくださいです、はっきり言うと。そこへ行けば、どういうふうに書いた

らいいのかという説明書と書き方を書いたものがありますから、それに沿って書いてくださいと

いうふうに、恐らく言われると思います。 

 以前、これは一番簡単な分ですけれども、名義変更一つ取っても、それはすごく手間のかから

ない分ですけれども、相続の場合はまた違ってきますので、今の相続関係を証明するものがない

とできないというところから難しいんですけれども。今、新たにその罰金まで、過料、過ち料で

すけど、求めると言うんだったら、言うんだったらですよ、もう少し役場のほうでもある程度の

書類、ある程度というのはどういうものかと、そもそも相続登記というのは。そういうものが分

かる物だけでも置いていただいて、私の知人なんかは、何で役場で少しぐらい手伝ってくれない

のかというニュアンスで言われましたけれども、法務局の仕事ではあるんですけど、必要な書類、

役場で取らなければいけないものに関して、案内できるようなスタイルというのは取れないのか
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聞きます。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  少し具体なところは先ほど税務住民課長が申し上げましたが、やはりそ

の専門のところでないと具体なことが対応できないということは御理解をいただきたいと思いま

す。 

 それから、そもそも相続登記とは何かとか、いつから義務化されるのかとか、その罰則の話も

ございますが、そうしたことを周知をしなければならないかと思います。当然、法務局のところ

につくっておりますし、これは島根県の司法書士会がつくった、これ窓口に置いておりますけど、

今、窓口で何ができるかというと、まず、相続登記をしなければならないということをまずお伝

えをさせていただいて、それに対して、やはりしっかり対応してくださいとうことで、こうした

チラシも活用しながら、しっかり周知をしていくということがまずやらなければならないことだ

というふうに思っておりますので、そうしたことについては、また現場であります税務住民課の

ほうで考えさせていただきたいなと思っております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  これで質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、４番目の通告者、９番、藤升議員の質問は終わりました。 

 ここで１０分間休憩します。 

午後２時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時11分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 ５番目の通告者、２番、村上議員の発言を許します。２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ２番、村上でございます。私は、大枠２点通告しております。地

域公共交通網形成計画についてと、商工業の振興について、順に質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、地域公共交通網とはどのようなものか。これは、令和４年の３月定例会でも質問

をさせていただいておりますが、いろいろ考え方が変わることもございますので、改めて町長の

認識をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、村上議員の地域公共交通網形成についてということで、まず、

計画の認識についての質問でございます。 

 地域公共交通網形成計画につきましては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づ
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く法定計画であります。町の最上位計画であります第２次吉賀町まちづくり計画、これは平成

２９年６月に策定をしたものでございます。これに即した計画でございます。地域にとって望ま

しい公共交通網の姿を明らかにするマスタープランとしての役割を果たすものとして位置づけら

れておりまして、町、交通事業者、利用者、関係者が知恵を出し合い、持続可能な地域公共交通

の実現を目指すものでございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  町長おっしゃるとおり、地域にとって望ましい公共交通網の姿を

明らかにするマスタープラン、私もそういうふうに感じております。 

 その中で私、これも何度も申し上げておるところになりますが、自動車社会の要素が高い中山

間地域では、都市部のように歩道橋や地下通路のような大規模な歩行者通路はもちろん、十分な

歩道の整備もなされていない幹線道路がある状態で、高齢者や子ども等、運転免許を持たない方

たちにとっても危険であり、不便な状態となっております。こうした地域で歩行者区間も含めて、

道路環境を含めた道路環境こそが地域公共交通網だと私は感じます。 

 本当幾度もなく訴えておりますことを、いま一度述べさせていただきまして、次の質問に入ら

せていただきます。 

 先般、施政方針によると、地域公共交通網形成計画の期間延長を含む内容変更をし、令和７年

度に吉賀町地域交通計画を策定する予定となっております。 

 まずは、今までの計画に対しての進捗状況、どういうふうな取り組みをされていたかをまずお

聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２点目でございます。 

 この計画の中での進捗状況ということで、この計画に沿って、まず何をしてきたかということ

をお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、交通の見直しということで申し上げますと、令和３年度から蔵木線、蓼野線、高尻線の

一部の便を区域運行化いたしました。令和２年度には、朝倉小学校の始業時間に合わせてダイヤ

変更を行っております。 

 また、柿木地域から六日市地域への乗り継ぎへの改善に向けて、令和３年度から新畑線を新設、

また、大井谷・杉山・下須線及び福川・椛谷線については１便ずつ増便をし、運行をしておりま

す。 

 次に、タクシー助成制度の導入検討につきまして、令和元年度から立河内・幸地地区及び木部

谷・大野原地区に対し実証実験を行った後に、本格実施をしておりまして、年間７００人を超え

る利用者が今、ございます。 
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 また、市街地循環線につきましては、六日市地域循環線の導入に向けて、昨年５月より実証運

行の開始をしているところでございます。 

 それから、情報提供の事業でございますが、令和４年度にバスマップを作成し、各戸配付をい

たしました。 

 また、ＳＮＳでの提供といたしまして、昨年開始しました公式ＬＩＮＥに交通情報を掲載して

おります。今後も、計画に基づいて事業を進めてまいりたいと思います。 

 以上が、これまでこの計画に基づいて実施をしてきたものでございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ありがとうございます。 

 次の質問に入らせていただく前に、先ほど町長の答弁の中にバスマップ、ＳＮＳ、ＬＩＮＥ等

の広報の活動をされたと、循環線に関して。ということではありましたが、せんだっても申しま

したが、大体、月に１０件程度、１０名程度になるんですかね、の利用しかなかったということ

もお聞きしております。きちっとした周知がもっとできたのではないのか、その辺が怠っていた

のではないのか、疑問を持ちながらではございますが、次の質問に入らせていただきます。 

 先ほどの施政方針の中にも内容変更し、吉賀町公共交通計画を策定するということでございま

した。 

 内容変更ということでありますが、変更が必要となった計画はどの部分にあるのか。そして併

せて、六日市地域循環線の実証運行では、事前予約なしで乗車ができるようになるということも

書いてございます。どういうふうなシステムで、この予約なしの実証運行をされるのか、併せて

お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは計画の変更について、まず私のほうから申し上げたいと思いま

す。 

 このたびの計画変更につきましては、石見交通株式会社が運行しております広益線、この運行

の財源といたしまして石見交通株式会社が国の補助金を活用していることによるものでございま

す。 

 変更内容としては、吉賀町の計画の中に国庫補助の対象路線であるということなどを追記をい

たしまして、それに伴い目標値も追加をする予定でございます。 

 また、その補助事業期間において、町の計画が策定されていなければならないというようなこ

ともございまして、現在の計画の期間を半年間延長する予定でございます。 

 それから六日市循環線の予約のことでございます。施政方針にも書いておりますが、少しその

取り扱いにつきましては所管いたします企画課長のほうから御答弁を差し上げたいと思います。 
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○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、３月から六日市地域循環線、どのように変わったか御説

明をさせていただきます。 

 今までは利用をしたいということで、まず１時間前のところで六日市交通さん、タクシーの事

業者さんに電話をして予約をしていただく必要がありました。これを、今、８便ほど定時で走ら

せるようにしているんですけれども、この直前でも予約を受け付けて運行をさせていただくとい

うふうに変更したものです。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ８便の定時運行をされるということをお聞きしました。 

 現在、やっておられるのは定時運行はなかったと思います。予約だけのものだったと思います

が、すみません、その辺もう一度確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  申し訳ありません。１便が、例えば９時半ということになっており

ます。必ずこの９時半、何か走るわけではなくて、予約があったら動くということになっており

ます。その予約をして乗車をするまでに、１時間前には予約をしてくださいということでルール

を定めておりましたけれども、今回からは直前、なるべく早くがいいと思うんですけれども、

９時半少し前に連絡をしていただいたら、六日市循環線の利用ができるということでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ありがとうございます。 

 ９時半に循環がスタートするが、予約がなければしないというところだったんだと思います。

分かりました。ありがとうございます。 

 そもそも循環ということは、やっぱり一回りして元へ帰り、それを繰り返すことで循環になる

という認識でおりました。ですので、定時運行がしっかりされる要素がなければ、利便性として

欠ける部分があると私は思っておりましたので、その辺をいま一度、よくなるということですの

で、定時運行しっかりされて、本当自由に使えるような環境をつくっていただくことを願いまし

て、今後も活動していただけたらと思います。 

 それで、１点ごめんなさい。これ質問には入れておりませんでしたが、地域公共交通計画へ変

更して、令和７年度に策定するという施政方針演説の中にもございましたので、この地域公共交

通計画へ変更するメリット、変更する要点ですね、お聞かせいただけたらと思いますが、いかが

でしょうか。 
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○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今、質問のございました施政方針の中に期間延長を含む内容変更を行っ

て、令和７年度に吉賀町地域公共交通網形成計画に変わる吉賀町公共交通計画を策定する予定と

しております。ここだろうと思いますので、これにつきまして、少し担当課長のほうから御説明

を申し上げたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、地域公共交通計画について違いなんですけれども、先ほ

どの地域公共交通網形成計画、これは地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマス

タープランであると。この役割というか、基本的な役割というのはあります。それにプラスをし

て、３点大きく変わります。 

 まず、公共交通以外も含めた移動サービスの総動員の検討、もう１点が国庫補助に係る計画と

当該計画の計画間との連動の検討、再編成等に係る事業メニューが増えて使い勝手が向上する、

３点あるんですけれども、後段２点はどちらかというと補助金だったりとか、新しい事業を導入

するときのことです。 

 一番最初に言いました公共交通以外も含めたというそこなんですけれども、一般的に公共交通

機関と言われるものは、鉄道、路線バス、こちらで言うとあとはタクシーといったようなところ

だと思うんですけれども、これに加えて自家用有償旅客運送だったりとか、福祉輸送、スクール

バス、病院、商業施設等の送迎サービスといったような運送しているようなサービスをフル活用、

フル動員をして、地域の公共交通を支えていこうといったようなことができる計画になるという

ことです。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ありがとうございます。丁寧な説明ありがとうございました。 

 では、私の次の質問に移らせていただきます。 

 ４番目に通告しております、施政方針の中に、国道、県道の整備について、引き続き島根県へ

要望していくというものがございます。具体的にはどのような要望をしているのか、そして今後

していくのか、これも何度も何度も聞かせていただいておりますが、いま一度、答弁をお願いい

たします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、要望の内容について御答弁を差し上げたいと思います。 

 吉賀町内にあります国道、県道の管理、あるいはその整備につきましては、担当しております

のは島根県でございます。 
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 要望等につきましては、吉賀町とそれからお隣の津和野町とで構成をしております鹿足土木協

会、この組織をもって、年に一度、両町における土木施設等の整備促進に関して取りまとめを行

った上で、島根県へ要望しているところでございます。 

 要望箇所につきましては、県庁の島根県知事、副知事、それから島根県議会の議長、そして担

当部署であります土木部、それから農林水産部、こうした部署のほうへ要望活動を行っていると

いうことでございます。 

 実質、それ以外のところで申し上げますと、所管をしておりますのは益田県土であったりしま

すので、そちらのほうへ担当の課長が出向いて、要望活動等をする場合もございます。 

 これは今年度、令和５年度の要望書、これコピーでございますが、こうした製本をさせていた

だいて、先ほど申し上げました島根県の関係部署のほうへ両町の首長、それから両町の議長、そ

れから担当課の課長、こうしたメンバーで毎年出向いて要望活動を行っているということでござ

います。 

 少し令和５年度の具体的な要望内容について御紹介を差し上げたいと思いますが、まず県道の

関係の整備でございます。 

 令和５年度で具体的な内容として要望いたしましたのは、主に拡幅等の道路改良に関する要望

でございまして、吉賀町に関係するところで申し上げますと、主要地方道の吉賀匹見線、これは

市町境付近の未改良区間でございます。 

 それから、同じく主要地方道、六日市錦線、これは県境付近の未改良区間でございます。 

 それから、一般県道の須川吉賀線、これは星坂工区であります。同じく一般県道の柿木山口線

につきましては、中河内工区でございます。 

 それから歩道設置に関する要望、これは交通安全施設の要望になりますが、これで申し上げま

すと、一般国道１８７号線の大野原工区、主要地方道で申し上げますと、六日市錦線の九郎原工

区と同じく主要地方道の新南陽津和野線、柿木から坂本区間であります。 

 それから、県道の冠水地区の整備をお願いしておりまして、これは主要地方道、鹿野吉賀線の

蓼野工区でございます。ちょうど中国縦貫道と県道が交差をしているこうした部分でございます。 

 また吉賀町と益田市とで組織しております「主要地方道吉賀匹見線改良整備促進期成同盟会」

においても、吉賀匹見線の整備促進に関して、島根県へ要望しておるところでございます。 

 そのほか今回の御質問にはございませんでしたが、国道９号のこれは神田から枕瀬間におきま

す事前通行規制区間の解消に関する要望、それから山陰道の早期全線開通に関する要望等、関係

機関に対しまして国、県、それから県選出の国会議員の先生方のほうへ、年間を通して、主には

春、夏、秋、こうしたタイミングで要望活動を行わせていただいております。 

 令和６年度も同じような要望をさせていただきますが、大きくインフラの改善が行われており
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ませんので、おおむね同じような内容で令和６年度も要望活動させていただくことになるのでは

ないかと思います。 

 後段で申し上げました一般国道９号、それから山陰道の関係でございますが、残念ながら当町

とは直接的に沿線自治体ではございませんが、やはり国道９号の整備であったり、それから山陰

道につきましても、やはりここのミッシングリンクの解消であったり整備が進みますと、吉賀町

の皆さんの生活あるいは経済面において、大変に大きな効果があるというふうに私も考えており

ますので、こうした要望活動には欠かすことなく同伴をさせていただいているという状況でござ

います。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  分かりました。ありがとうございます。 

 では、５つ目の質問に入らせていただきます。 

 ちょうど２年前、先ほども言いましたが、令和４年３月定例でこれもまた同じ質問をさせてい

ただいております。第２次吉賀町まちづくり計画のまちづくり委員会の前期の評価、具申の中で、

評価の位置にあたる社会環境整備の中で、防災基盤整備、それから歩道、買い物利便性が重要課

題に位置する重点改善分野に上げられておりました。これについて、対策、今、２年たっており

ます。その後をどのようにされてきたのか、お聞きいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、まちづくり計画の中におけます最重要課題に対する対応につ

いて、お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、防災基盤整備についてでございます。 

 当然、ハードの部分につきましては、先ほど申し上げましたような要望活動も行って、特に川

の関係で申し上げますと、川の浚渫工事を順次、今、県のほうでもやっていただいていまして、

最近では真田のちょうどグラウンドの一帯、それからこの界隈はもう３年前ぐらいにやったと思

いますが、今、町内のあちこちで浚渫、いわゆる河床掘削の工事等はしていただいておりますの

で、これでいくらかハードの面における防災の危険度というのは軽減されているのではないかと

いうふうに思っております。 

 それから、ソフト面で申し上げますと、平成３０年度から住民と行政が一体となりまして、防

災活動の重要性の再認識とそれから防災意識の高揚を図るということ、さらに災害時における自

助、共助、公助の連携により、迅速かつ適切な、的確な対応の構築を目的といたしまして、各小

学校区単位、公民館単位になりますが、総合防災訓練を開催をさせていただいております。これ

も２巡目に、今、入っております。 

 また、自主防災組織につきましては、各地区での組織化に向け様々な場面を通じて、地域への
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働き方を強めて、組織率の向上を図って地域の防災力の向上を目指しているところでございます。 

 当初、私が就任したときには、もうゼロ％というような状況だったかというふうに思っており

ますが、今、それから順次、組織化になって喫緊のところでも数か所の組織率がかなったという

ことでございますので、また機会を見て担当課のほうで出向いて、組織化に向けてお願いもさせ

ていただきたいなというふうに考えております。 

 次に、歩道の対策についてであります。 

 先ほども申し上げましたとおり、国道の未整備箇所の解消、それから県道における地元からの

要望のあった道路、特に通学路や歩行者の安全確保のために整備が必要となった箇所につきまし

ては、重点的に道路管理者であります島根県へ要望しておるところでございます。 

 直接的には申し上げましたように、島根県の土木部になりますが、こちらのほうへ要望活動を

しております。要望した箇所につきましては、やはり予算の関係もあって、一足飛びにできない

というのは、我々も重々承知をしておりますが、そうした中にあって、徐々にそうした事業に取

り組んでいただいているということで感謝をしているところでございます。 

 それから、買い物対策につきましては、商店街の活性化の観点からも、非常に重要な問題と捉

えております。しかし、経済的な問題、それから高齢化を問題に廃業される事業者もあり、地域

によってはお店がない地域も当然ございます。その地域にお住まいの人にとっては、不便を感じ

ている方もいらっしゃると推察いたします。 

 現在、産業課において移動販売の運営に要する燃料費の一部を支援したり、社会福祉協議会で

は買い物ツアーや買い物代行サービスの事業を手がけていただいております。ほかの地域の事例

で申し上げますと、公民館を核とした移動販売や福祉の観点から見守りを主とした移動販売等も

あるように伺っております。 

 引き続き、こうした買い物弱者が増えない、そうした関係機関と協議して、対策を講じてまい

りたいと思います。 

 公共交通の観点からは、日常の買い物等の利便性向上のための移動手段として、先ほども少し

ございましたが、昨年５月から六日市内におきます地域循環線の実証運行も開始をしているとい

うような状況でございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  分かりました。 

 先ほど、歩道に関しての要望も、順次やっていただけるという形で、要望活動はされておるみ

たいですが、私、何度もお伝えしておりますが、本当インフラとしての歩道整備というのが、お

金もかかります、予算のこともございます。その辺をなかなかできない中で要望しておりますと

いうのではなく、何度も言っておりますが、横断歩道。それだけでも違う。民間を活用したその
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中で、歩行者区間の整備の中で横断歩道を要望されて、横断歩道を造っていただくというような

要望もされることによって、利便性が上がるということも私は感じておりますし、何度もこのこ

とは言っております。 

 そして、民間地で例えばベンチを置かせていただけるような、幹線道路に接地したような土地

に積極的に要望しまして、ベンチを置いていただくような努力ということも私はできると思って

おります。そういったことを何度も何度も言っておりますが、なかなかかなっておりませんので、

今までどういうふうな要望されていたのか、幹線道路、国とか県とかにどういうふうな要望をし

ておられたのかを先ほどお聞きしました。 

 併せて同じことになりますが、買い物弱者に対して地域公共交通網形成の遂行とともに、早急

に安全を確保した上での先ほど言いましたベンチ等、休憩施設を確保する必要があるのでではと

いうことを何度も言っております。 

 交通災害、残念ながら以前ございましたが、交通災害を防ぐ観点からも、防災基盤、歩道、そ

して横断歩道、そういう買い物利用性を考えた上での整備をしっかり訴えていただいて、地域公

共交通網形成について、優先順位をつけた具体的かつ明確な目標を設定するというのが留意点の

中にもありますので、目標をしっかり設定されて速やかにそういうことをすることをお願いして、

次の質問に入らせていただきます。 

 ２番目の大枠、当町における商工業振興についてであります。 

 １つ目が、施政方針で職場環境の充実を図る中、イクボス宣言を謳い、町内企業団体にも広が

っていくことを期待しているとありました。この活動を、先ほど午前中に先輩議員の質問の中に

もございましたので、併せて答弁が同じになることがあるかもしれませんが、この活動を町内企

業等に□□□啓発活動をしているのか、またされた実績やそういったことをされた担当課等ござ

いましたら、お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２つ目の大きい質問でございますが、商工業振興についてと

いうことで、まず１点目のイクボス宣言についてお答えをしたいと思います。 

 先ほど、ほかの議員さんのところでもお答えをしております。重複になろうかと思いますが、

その点、お許しをいただきたいと思います。 

 令和３年に町長、副町長をはじめ、管理職員全員がイクボス宣言に署名をして以降、常に職場

において、特に働く職員のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援し

ながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる管理職となれ

るよう努力し、イクボス宣言という見える形で行政において、働きやすい職場環境を整えること

によって職場環境の充実を図っております。 
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 第３次の男女共同参画計画のワーク・ライフ・バランスの推進の中で、仕事と生活の調和を図

るための制度を利用できる風土を醸成することを目標としております。担当課は税務住民課でご

ざいます。啓発活動といたしましては、男女共同参画計画のダイジェスト版やパンフレットを作

成して配布をさせていただいておりまして、これに留まっているという状況かも分かりませんが、

まだまだ十分な啓発活動にはなっていないというふうに考えております。 

 企業等に対しましては、実際に行政の取り組みを見ていただき、働く人が仕事と私生活を楽し

みながら、企業の業績も上げることができることを実感をしていただきまして、この取り組みに

賛同していただければと考えているところでございます。 

 私のイクボス宣言５つありまして、５点目がまさに公のところでイクボス宣言をしました。あ

とはこれを庁内に広めていきますというような目標が私自身もあります。ほかの議員さんのとこ

ろで申し上げました、これがまだまだできていないということだろうと思います。 

 いろいろなところにお招きをいただいて挨拶をする機会がございますので、そうした事業所、

タイミングのいいときには、そのイクボス宣言のお話をさせていただいたり、男女雇用機会のそ

の均等のこともお話をさせていただいたりして、周知には取り組んではおりますが、まだまだ実

として行政以外のところで、企業様のほうでそうした宣言をしていただいていないのではないか

というふうに我々承知しておりますので、しっかりこれからも□□活動を含めて、頑張ってまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  では、２つ目の質問に入らさせていただきます。 

 現在、当町において、商工業者、商工振興に関する担当課はどこか、１つなのか、２つなのか、

３つなのか、その辺、併せまして、教えていただいたらと思います。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、担当課のことについてでございます。 

 商工業者、商工業振興に関する担当課ということでございます。現在、商工は産業課、それか

ら観光及び誘致企業に関することや雇用等につきましては、企画課が担っておりまして、産業課

と企画課で当然のことでございますが、連携を図りながら取り組んでいるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ありがとうございます。商工に関しては産業課、観光、誘致企業、

雇用には企画課、そして先ほどのイクボス宣言の関係については、税務住民課。この３つをまた

ぐ、しかも庁舎が別のところにある産業課と企画課、税務住民課というようなところで、連携を

しっかり図っておられるのかもしれませんが、なかなかそうは見えておりません。 

 やはり先輩議員が先ほど言われましたが、いろんなところで商工に対しての支援を拡充すると
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いうところを考えた上では、後段でも言いますが、いろんな方法を考えていただくように、私も

先ほどイクボス宣言について、税務住民課さんが担当しておられるというのが、分かっておりま

せんでしたので、ちょっと驚きました。３課に渡っているという印象を受けております。商工、

いわゆるそういった経済活動をする部分に対して、雇用に関しても、イクボス宣言に関しては関

係が深いところになりますので、感じましたので、一言申し述べさせていただきます。 

 ３つ目の質問です。新型コロナウイルス感染法上の位置づけが５類に移行しました。 

 経済活動の回復が見込まれる中ではありますが、物価高騰等のいろいろな要因により、それ以

降も町内では、既に数件、私が把握してない部分もありますので、数件の廃業がありますが、町

長、この辺に関しまして、どのようにお考えかお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  現在の町内の状況についての考えは、ということでございます。 

 このことにつきましては、施政方針でも触れさせていただいておりますけど、新型コロナウイ

ルスの感染法上の位置づけが、昨年の５月の連休明けから５類に移行して、取り扱い上につきま

しては若干緩和をされたということでございます。 

 経済活動の復調の兆しが見られ、日経平均の株価、史上初めて４万円を超えるなど国内的には

非常に好景気に沸いておりますが、一方、吉賀町内に目を向けますと、なかなかそうした恩恵を

受けているとは、非常に言い難く、物価高騰の影響が町内事業者の経営に大きな影響を及ぼして

いると、認識せざるを得ない状況でございます。 

 これまでも商工会と協議しながら、様々な支援策を打ち出しているところでございます。残念

ながら、廃業される方がいらっしゃるのも事実であります。その要因は様々あろうかと思います。

一言では言い尽くせないような事情があるわけでございまして、そうしたことも商工会、あるい

は事業者の方から、担当課、あるいは私のほうにも届いているところでございます。 

 また、空き家となった店舗も依然としてございまして、飲食店が、商店街は地域の買い物拠点

であるだけでなく、にぎわいやまちづくりにおいても、重要な位置を占めていると認識をしてお

ります。 

 しかし、消費者の動向も近年さま変わりしつつあり、ネット環境の普及やコンビニ、戸別の食

料品宅配の利用等、一昔前に比べると、利用する側としては、選択肢が増えてきた状況ともなっ

ております。 

 今後においても、少子化に伴い、人口の維持、拡大がさらに難しくなると予想されます。今年

度プレミアム商品券も引き続き予算計上しておりますが、地域の活性化については、関係者が一

体となって取り組んでいきたいと思います。 

 先般、２月のところで、議会と商工会さんとの意見交換会が行われたというふうに伺っており
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ます。そのときの商工会さんのほうが提供された資料を、私も拝見をさせていただきました。本

当、大変厳しい状況というのは、手に取るように分かるわけでございます。 

 こうしたことを、我々もしっかり捉えた上で、コロナの関係はいろいろなことで、支援策、経

済対策をさせていただきましたが、とにかくもう５類になって国からの支援金もないという状況

の中で、大変厳しい状況がありますので、これとは違う切り口で、地場産業、商工業を支援する

ことを、関係者と一緒になって協議をさせていただきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  分かりました。今の答弁の中で、これまでとは違うことも考えて

ということをお聞きして、少し安心といいますか、期待をしておりますが、施政方針の中に、経

済対策を行ってきましたが、言葉尻を取るような形になって申し訳ないんですけど、引き続き関

係機関との連絡を密にし、町内における経済状況を注視してまいりたいと思います、と書いてあ

ります。 

 この「引き続き」が、私は疑問に思いました。先ほど町長の中からも御案内ございましたが、

商工会とのヒアリングが、吉賀町の経済委員会と商工会のほうとでの懇談会がございました。 

 私はその場に出席させていただきましたが、商工業者としての参加になりました。そのときに、

いろいろと意見がございまして、ある入札指名に関して、異議といいますか、質問がございまし

た。 

 その中で出てきたのは、商工振興計画の中、商工振興条例の中にある町の責務が守られてない

というところが、議題というか、話に上がってきました。 

 ここを考えますと、引き続きではなく、新たにしっかりと、今まで以上にといいますか、連携

を取るために、密に関わることが必要なのではないのか、入札の関係はちょっと課が違いました

んで、この担当課とも全然違う課でしたんですが、やはり全庁的に、この商工振興計画を意識さ

れるような職員さん、みんなこれを共有していただく形を考えてやっていただくためには、次の

質問に移らせてもらいますが、やっていただくためには、やはりこの地域の経済を、いわゆる破

綻するのではないか、危機感を抱いていると、前段に書かせていただいております。 

 基幹産業である農林業のための６次産業化を実現する観点からも、商工業振興においては、担

当課の一本化、担当課の新設、または専任の拡充を図り、商工業振興計画の町の責務である政策

を総合的かつ計画的に実施する必要があると考えております。町長、その辺いかがお考えでしょ

うか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  担当課の新設・一本化をしてはどうかというような御提案でございます。 
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 現在、農林商工の担当課が産業課となっておりまして、それぞれ担当者を配置をして、課題解

決に向けて取り組んでいるところでございます。地域経済の活性化につきましては、人口の高齢

化や減少問題など、様々な要因が複合的に絡み合っておりまして、町全体で取り組む必要がある

と考えております。 

 議員御提案の担当課の新設、あるいは一本化、そして専従の配置につきましては、先ほど７番

議員のときにも述べたところでございますが、組織機構・人事管理適正化委員会の中で、現在鋭

意協議しているところでございますので、少し職員レベルのところで、協議をさせていただいて、

そうしたことについての方向性もしていきたいなというふうに思っております。 

 そうしたことによって、組織全体の機構改革の検討を行っていきたいというふうに思っており

ます。 

 先ほど、商工の関係でいうと、企画と産業課と、それから税務住民課という話もございました。

とりわけ税務住民課で言いますと、確かにイクボスを含めた、男女共同参画というやっぱり人づ

くりであったり、そうした町のあり方のお話でございますので、これは商工ということに限らず、

これは農林業もそうでございます。そうしたことが全般にかかる、あるいは社協をはじめ、ＪＡ

さんとか、そうした団体も含めた中でございますので、これを全て、商工とか、そこへ含めてと

いうのは、少し意味合いが違うかなと思っておりますが、いずれにしても、そうしたところも、

やはり商工に関係するということで、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、商工振興計画でございます。職員のところで共有しているのは事実でございます。 

 であるからこそ、入札においては、いろいろな場面で議員さんのほうからありますが、地元の

業者の皆さんを第一優先に指名ができるような方法を考えているわけでございます。入札指名審

査会が月に１回ありますが、各原課のほうから、今回の業務委託、今回の工事についての、いわ

ゆる意向が上がっていきます。 

 そのときの、一般競争入札はまた別なんですが、指名競争入札に当たっては、必ず第一義的に

は、町内の皆さんに発注するようなことができないかということで、まず一番初めに考え、それ

がかなわない場合には、少しずつエリアを広げる、鹿足郡内、益田エリア、それから島根県の西

部、島根県全体、それが無理な場合は、今度は中国管内。 

 これは仕方ないところでございますが、一番に考えるのは、町内業者の皆さんに受注の機会を

担保しなければならないということでございますので、それを忘れたことは一回もございません。 

 それから予算査定の際にも、今回も当初予算、かなり金額を上程させていただいておりますが、

そうした発注の関係の予算につきましても、町内で発注できる方法の中で、予算を確保させてい

ただいておるつもりでございます。そこはぜひ御理解をいただきたいと思います。 

 町の責務に、この計画にも、基本理念に基づいて中小、小規模企業の振興に関する施策を総合
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的かつ計画に実施することということで、現状の課題と２つの整理をさせていただいて、それか

らそれに基づいた方針を数項目、さらには重点施策ということで数項目定めておりますが、その

基本にあるのは、あくまで地元のこの吉賀町内の法人の皆さん、企業の皆さんをどういう形でや

はり救っていくかということが源流にもあるわけでもございますので、そのことは忘れずにこれ

からも対策を講じていきたいと思います。 

 ただ商工で限って言いますと、商工会さんとの意見疎通、意思疎通が図れる場面が少ないのか

も分かりません。とりわけこの間は、コロナの関係がありましたので、担当課と商工会の事務方

の皆さん、あるいは会長さんを含めてお話をする機会はあったかと思いますが、こうしてコロナ

が少し落ち着いて、とはいいながらも大変厳しい状況でございますので、また行政と商工会の皆

さんと意見交換、ディスカッションする機会につきましては、やはり回数を重ねていかなければ

ならないように考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  ありがとうございます。先ほども申しましたが、引き続きではな

く、新たに考えを持っていただきまして、先ほど新しい課をつくったらという提案もさせていた

だきましたが、担当者の拡充、そういうことも考えて、改めて密に商工業者との関係を持ってい

ただいて、この地域の経済を支えているのは商工業者でありますんで、もっと密にしていただい

て、政策に関しても協働で行っていくということも併せて考えて、行政をやっていただけたらと

思います。 

 どうかお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（安永 友行君）  以上で、５番目の通告者、２番、村上議員の質問は終わりました。 

 ここで５分間休憩します。 

午後２時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時05分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 ６番目の通告者、８番、大庭議員の発言を許します。８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  私は、ゆ・ら・らを民間委託に、と表題にあるんですけど、民間

委託ではなくて、指定管理をなくしてというのを入れたほうが、みんなに分かりやすいかなと思

いますんで、指定管理をなくして民間委託を、という意味でございます。 

 数多くある指定管理の中で、ゆ・ら・らが指定管理料で賄われていますが、他の施設と比べ、

規模感が違うとはいえ、かなりの金額が投入されており、小さな町でかなりの負担になっている
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と思われます。 

 健康管理と観光に一役買っていると言われ、多少はあるかもしれません。しかし町がそこまで

担う余裕がなく必要もありません。町の人口は今後も減り、ゆ・ら・らの施設も老朽化してくる

中、ますます負担になってくると思います。今のうちに経営を誰かに委ねて、町は身を引くべき

だと思います。もっと違う方面に力を注ぐべきでは。 

 誰も引き取り手がないと思われれば、無償にしてでもすべきだと思います。民間に任すと指定

管理でないし、経営もまた違った観点で発想もして、頑張ってくれるのではないかと思います。 

 指定管理が数多くある中で、今度病院も新たに入りました。今、指定管理料が一番多いのが、

ゆ・ら・らということになっております。それに今度、よしか病院が入ると、まだよしか病院の

職員の給与なんかは含まれてないと思うんですけど、億近い単位のお金がいると思うし、よしか

病院も莫大な金がいると思います。 

 そういう中で、ゆ・ら・らは、何で指定管理にせねばならないかと疑問に思います。 

 また今、ゆ・ら・らのみんなの感想文というんか、そういうのを見ますと、かなり評判がいい

んです。ゆ・ら・らの評価が。食事がうまいし、食べ物もたくさんあり、食べ切れないほどある。

また施設もかなり古いけど、掃除も行き届いているという、そういう評価がたくさんあります。 

 ただ一つ、「私のお母さんが一緒に泊まったんですけど、洋式の部屋がなく和室にしたんです

けど、そこに椅子がなくて、ちょっと不便に感じました。それは不満です。そのほかは大変満足

しました。」というふうに、かなり評判がいいと、これは多分職員が大変な努力をしているから

だと思います。またフロントも優しく丁寧でありました。そういうふうに、ゆ・ら・らの中身に

関してはものすごくいいものであるが、やはり指定管理であるということは、やっぱり町がお金

をどんどん出さねばならないし、また今後も町税はどんどん減ってくるのに指定管理料はますま

す増えてくると思います。そこら辺でどういうふうに町長は思われるのかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、大庭議員からのゆ・ら・らを指定管理でなくて民間委託にと

いうことについて、お答えをしたいと思いますまず。 

 まず、むいかいち温泉ゆ・ら・らの施設について概略を改めて申し上げたいと思います。むい

かいち温泉ゆ・ら・らは平成１２年、２０００年の５月に洋室タイプの宿泊室、レストラン、大

浴場、プールといった現在も核となる施設でオープンいたしまして、平成１４年、２００２年に

現在、宴会場で使用されております建物を増築いたしました。その後、平成１８年、２００６年

には和室タイプの宿泊室と研修室を増築をいたしました。大改修につきましてはチップボイラー

の導入、ろ過器ろ材の更新、空調設備などの改修によるＺＥＢ化といった、利用者側から見たリ

ニューアル観には乏しい設備面の改修がその大半を占めております。 
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 平成２７年からモニュメント公園を澄川喜一記念公園彫刻の道に改修する事業をはじめ、ＵＢ

Ｅビエンナーレ入選作品等の設置を行って、平成２９年に澄川先生の作品も設置をしたというこ

とでございます。 

 次に、むいかいち温泉ゆ・ら・らの運営について概略を申し上げておきたいと思います。 

 オープン当時は株式会社六日市振興が業務委託を受託、そして管理をいたしまして、平成

１８年４月から平成２１年３月までは同社が指定管理者として管理しておりました。その後、指

定管理者として株式会社休暇村サービスが平成２１年４月から９年８か月、株式会社サンエムが

平成３０年１２月からの４か月、そして平成３１年４月から現在の指定管理者であります株式会

社郷里が管理をしております。また、プールの運営でございますが、これにつきましては平成

３０年１１月の株式会社休暇村サービスが撤退したときから中止をしているところでございます。 

 オープンしてから約２５年が経過するむいかいち温泉ゆ・ら・らでございますが、町外からの

利用者も多く、集客力のある施設であり、必要不可欠な施設であると考えております。吉賀町公

共施設等総合管理計画の個別施設計画におけるむいかいち温泉ゆ・ら・らの取り扱いでございま

すが、基本的な方針といたしましては継続使用、いわゆる存続、目標使用年数につきましては、

これは建築年からで言いますから６０年で２０５９年まで、更新等の必要性については長寿命化、

さらに保全計画等については目標使用年数までは適正な維持管理を図り、予防保全工事期間は

２０年を目安とするというような内容でございます。 

 現在、むいかいち温泉ゆ・ら・らを含む観光施設は指定管理者制度を活用しております。指定

管理者制度は多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の

能力を活用しつつ、サービスの向上と経費の縮減を図るために導入されたもので、民間の発想で

経営をしていただくことは指定管理者制度の趣旨から可能であると考えております。１２月議会

において可決していただいた指定管理業者の方々に、次期管理期間の確実な運営を期待している

ところでございます。なお、先般の議会においても観光施設全体の見直しはしていかなければな

らないとお伝えさせていただいたところです。見直しの具体的な進め方につきましてはこれから

となりますが、その見直しの中で個々の施設についての方向性も出てくることになろうかと思い

ます。しかしながら、現段階でむいかいち温泉ゆ・ら・らに限ったことではなく、特定の施設に

ついて民間譲渡するといった案は持ち合わせておりません。 

 ゆ・ら・らの具体的なお話もございまして、非常に評判がいいということでございます。私も

いろいろな方面からお聞きをしております。コロナの関係で本当に心配をしておりましたが、や

はりその間も営業活動をしていただき、コロナが昨年の連休明けからは５類に緩和されたという

ことも手伝って、非常に今、日帰りの温泉客、入浴の方、それから宿泊の方も非常に多くなって

いるということで、逆になかなか宿泊は取れないというような、それに関しての苦情もいただい
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ているような状況でございます。間違いなくフロントでのサービスであったり、接遇であったり、

施設の清掃も含めて非常に御利用いただく皆さんが、いい環境の中でゆっくりできるということ

で、お褒めをいただいているものだというふうに思っております。そうしたこともございまして、

非常に今好評を得ている施設でもございます。吉賀町で一番大きな誘客施設、観光施設でもござ

いますので、ぜひ新しいまた指定管理のところで頑張っていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

 お話の中で、よしか病院に対する指定管理のお話もございました。利用代行性でございますの

で、それには委託料の中には人件費が含まれてないんだろうというお話もございましたが、そう

ではございませんで、利用代行性でございますから、医業収益については町のほうへ一旦いただ

いて、そうしたことを含めて今度は費用、コストについてはよしか病院のほうへ管理料として差

し上げるということでございますので、その中で全てを賄っていただくというつくりになってい

るということを申し上げておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  今、よしか病院のことが出ましたけど、よしか病院はまだ出発し

たばかりで、いろんなことが今から出てくると思います。また、指定管理料も多分今のままでは

足りないと思いますし、上がってくると思います。そういう中で、ＭＲＩとか、受診科目も減ら

して、なるべくスリムにしてというのをやってスタートしたのであって、夜間救急もないので、

町民は非常に不安に思っております。そういう中で、よしか病院には我慢というのはちょっと言

い方が悪いんですけど、そういう節約をし、ゆ・ら・らに対してはどんどん指定管理料も増えて

くると思うので、そこら辺がすごく私はおかしいなと思うんです。今後も指定管理を外すつもり

はないと言われたんですけど今後１０年、２０年ずっとできるのかと、それを私は非常に不安に

思います。ほかの施設もそうですけど、とてもではないがやっていけないと思います。そこら辺

のことをもう一度お願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  まずよしか病院のことでございますが、これはあくまで医療と介護を

シームレスにつないでいくという継続していくというのが大命題でございましたので、本当に限

られた時間ではございましたが昨年の１２月の議会の最終日のところでこれに係る議案を上程を

させていただいて、議決をいただいて、本当に限られた時間の中で準備をさせていただいて、

３月１日を迎えて再スタートを切ったということでございます。あくまで事業、医療・介護を当

然つなぐということでございますが、その一方では経営を安定をさせていく、町の持ち出しを極

力少なくして、いわゆるその本丸は吉賀町を破綻させないということですから、そのために今回

のような手法をとったということでございます。コストダウンできるところはしっかりコストダ
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ウンをして、そうした中で与えられた環境の中で町民の皆さん、あるいは周辺の住民の皆さんに

医療と介護を提供させていただくということで今進んでおりますので、その点は御理解をいただ

きたいと思います。 

 そうした一方で、今度はゆ・ら・らのほうは指定管理料がどんどん上がっていくということで

ございますが、これも同じでございまして、やはりその物価高騰とかそうしたものをしっかり精

査をさせていただいて、現状の中で指定管理料としていくばくかのものが適切であるかというこ

とを整理をさせていただいて金額を弾き、それをもってこれも議会のほうで議決をいただいたと

いうことでございます。よしか病院もそれからゆ・ら・らのほうも指定管理料の算出の方法は全

く同じでございます。与えられた条件が当然違いますから、その試算の内容は当然違いますが、

指定管理料の考え方は全く同じでございます。結果的にその金額的な差異が出ているということ

でございますので、そこは御理解をいただきたいと思います。 

 それから、こうした大きい施設等で将来的にはそれは無理なんだという話でございますが、無

理ではいけないわけでございますので、これをいかようにして継続をしていくかということがや

はり必要になってまいります。そのことをしっかり関係者で行政も含めて協議を行いながら、施

設が継続できるように考えていかなければならないというふうに思っております。とは言いなが

らも、吉賀町は町としての計画として総合管理計画を持ち、そして個別施設計画も持っておりま

すので、これと対比をしながら、ローリングをかけながら、施設のあり方については当然考えて

いかなければならない案件だというふうに思っているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  当然そう言われるでしょうと思いますけど、ただ１０年、２０年

先にどうするかということを、まあ具体的にはまだ町としても持っていないと思うんですけど、

やはりこれは計画しておかないと、絶対に１０年、２０年先には必ず出てくる問題だと思います

ので、その辺のことは是非ともよろしくお願いします。この辺で何か町長ありましたらお願いし

ます。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  貴重な御指摘でございます。私も危機感を持っていないわけではござい

ません。特に、最近の新聞を見ますと、喫緊で昨日今日のところでそうした指定管理絡みの中国

管内の窮状が記事に出ておりますので、本当、他人事ではございません。近くで申し上げますと、

まずは島根県浜田市の旧旭町でございますが、インターチェンジの近くに、「まんてん」という

物販兼レジャー施設がございます。ここは以前、社会復帰促進センターですか、これができたと

きにやはりその地域を活性化をしていかなければならないというお題目で、これはあの設備を整

備をされて、これを指定管理として営業しておられました。私も１回だけ行ったことがあります。
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非常にあそこで売られる農産物であったり加工品が人気があるということと、お隣に神楽の売店

があるんです、神楽殿が。ですから神楽どころでありますから、そうした山陽方面から高速を使

ってインターを降りて、インターで降りたすぐ隣です。非常にアクセスもいいということで、皆

さんがそこに立ち寄られて神楽を見て、そしてゆっくり時間を過ごしてまた帰られるということ

で、非常に好評を博しておったということですが、これを指定管理として行っておられましたの

は地元の事業者、それから当時のＪＡいわみ中央が出資をした（株）未来販売堂という指定管理

団体でございます。これがこのコロナもあって行き詰まったということで、今回その施設を休場

するというのが新聞に一つ出ました。 

 それからもう一つお隣で言いますと廿日市になりますけど、吉和にあります「魅惑の里」、行

った方もいらっしゃるかと思います。私も行ったことがありますが、これも非常にすばらしい施

設でございまして、これも結局休場をやはり回避できないということで、これは廿日市のほうが

民間のほうへ譲渡されました。譲渡先は廿日市市内にあります酒造会社のようでございまして、

これを譲渡されたと、有償譲渡なんですがされたということでございます。ただその施設を整備

するときに、国の補助金、県の補助金をいただいておったので、それを整理をしなければならな

いということで、その補助金の返還をするための予算を計上したというのが今回のこの廿日市市

の当初予算の中で計上されたという記事でございます。 

 ですから、もうこの近くででも、そうした事態が起こっているということでございます。まだ

まだたくさんあろうかと思います。万やむを得ず廃業されてその施設を解体撤去したというとこ

も当然あります。そうした状況があるんですが、とりわけゆ・ら・らで申し上げますと、非常に

この今好評を博しているということ。本当指定管理の方が本当にいろいろな形で頑張っていただ

いて、現状をどうにか維持をしていただいておりますので、そこに多いに期待をしておりますし、

頑張っていただきたいと思っております。 

 そうは言いながらも、これがいつまで続くかということもあるわけでございますので、我々と

いたしましては常に危機感を持って、指定管理お願いをしたからこれでもういいんだということ

は当然ございません。ほかの指定管理の施設もそうでございますが担当課と常に情報を共有しな

がら、情報交換しながら、時の状況をしっかり見定めて必要な時には軌道修正をしたり、そうし

たことを対応していかなければならないというふうに考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  いろいろありがとうございました。 

 一つ申し上げますけど、指定管理をずっと続けるからにはやはり住民の不満とかそういうもの

も吸収してやっていかなければならないと思います。また私ども障がい者にもゆ・ら・らに入れ

るような中身にしてもらいたいと思います。今ちょっと、ゆ・ら・らには入れない、そういうこ
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ともあります。また病院もなくなってはいけないし、ゆ・ら・らもあったほうがいいとは思いま

す。ただお金をあんまりつぎ込まないようにということは思っております。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、６番目の通告者、８番、大庭議員の質問は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全て終了しましたので、本日はこれで散会としま

す。御苦労でございました。 

午後３時31分散会 

────────────────────────────── 


